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１ 地域生活支援事業の円滑な実施等について 

 

（１）地域生活支援事業の趣旨 

地域生活支援事業は、各自治体が、地域の実情や利用者の状況に応じ、柔軟な形態

により実施する事業であり、また、交付された補助金は、各自治体の裁量で個々の事

業に柔軟に配分することができる「統合補助金」としている。 

各自治体においては、このような特性及び平成 27 年度からの第４期障害福祉計画

を踏まえ、引き続き、効果的・効率的に事業が展開されるようお願いする。 

 

 

（２）マイナンバー制度との関係 

地域生活支援事業の実施に関する事務は、マイナンバー法（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号））別表

第１主務省令の第 84 号に規定するとおり、マイナンバー（社会保障・税番号）を利用

する事務に該当している。 

 一方、マイナンバー法別表第２主務省令に地域生活支援事業に関する事務は規定し

ておらず、情報連携の対象外となっている。ただし、番号法第９条第２項に基づく条

例を制定し、独自利用事務とした上で、番号法第 19 条第 14 号に基づき、個人情報保

護委員会への所要の手続を行うことで、情報連携が認められる場合がある。（地域生

活支援事業は、平成 27 年８月６日付の個人情報保護委員会の事務連絡においても、情

報連携の対象となる独自利用事務の事例として示されている。） 

 上記の障害保健福祉分野における番号制度の取扱いに係る留意事項等については、

これまでも事務連絡（平成 27 年 12 月 28 日）を通じて周知を行っているところなので、

ご留意いただきたい。 

 

 

（３）平成 28 年度予算案 

ア 平成 28 年度予算案における見直し 

来年度予算においては、市町村及び都道府県における事業の着実な実施に必要な

予算（464 億円）を確保しつつ、必須事業への更なる支援を図る観点等から、一部

の任意事業について一般財源化により地方交付税措置を講じ、総額で実質 22 億円

の増額を図ることとしている。 

また、任意事業の追加・拡充、実施が低調な任意事業についての補助の終了等を

行うこととしている。 

なお、見直しの内容は以下のとおりである。 
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平成28年度予算案における見直し内容］

1追加・拡充

障害者等の社会参加の推進等を図るため、以下の任意事業を追加•拡充する。 

・重症心身障害児者コーディネーター等養成研修等く市〉

•地域における障害者自立支援機器の普及促進く県〉

・全国障害者芸術•文化祭のサテライト開催く県〉

•身体障害者補助犬育成促進く県〉（拡充）

•企業CSR連携促進く県〉

•医療型短期入所事業所開設支援く県〉

•視覚障害者用地域情報提供く県〉

2 一般財源化
事業の実態等を踏まえ、以下の任意事業について一般財源化を行う。

•障害支援区分認定等事務く市〉（約19億円）

•自動車運転免許取得•改造助成く市〉（約2億円）

•更生訓練費給付く市〉（約1億円） 計 約22億円

3 効率化
事業の実態等を踏まえ、以下の必須事業について効率化を図る。

・日常生活用具給付等事業

4補助の終了
事業の実施が低調な以下の任意事業について、国庫補助対象外とする。 

•重度障害者在宅就労促進（バーチャル工房支援）く市〉

• 一般就労移行等促進く県〉

（うち、「職業見学促進」及び「就職•再チャレンジ支援助成」）

具体的な事業内容については、参考資料として掲載している「地域生活支援事業 

実施要綱新旧対照表（案）」を参照されたい。

（資料1 — 1）地域生活支援事業実施要綱新旧対照表（案）

ィ 平成28年度の実施方針と補助金の配分方法

平成28年度については、昨年度た引き続き、自治体による必須事業の着実な実施 

を支援することを重点課題とする°これを踏まえ、補助金の配分は必須事業の実績 

等を最大限配慮丈ることとする。

-2-



（4 ）必須事業未実施市町村における事業化に向けた取組み

地域生活支援事業は、障害者総合支援法において、市町村が実施するものとされて 

いる必須事業を定めている。この必須事業は、移動支援事業や意思疎通支援事業とい 

った障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支える上で重要な事業が位置づけら 

れているが、平成26年度末時点において実施体制が整備されておらず、未だ実施して 

いない市町村が見受けられる。

必須事業の実施体制が整備されていない市町村においては、利用対象者からサービ 

スを受けたい旨申し出があった際、確実にサービス提供につなげられるよう、近隣市 

一町村と連携してサービス提供者の育成・確保に取り組むなど、地域で生活する障害者 

.のニーズに即したサービスの確保をお願いしたい。併せて、各都道府県においては、 

管内市町村に対する支援をお願いしたい。

（5）特別支援事業の取扱い

地域生活支援事業費補助金においては、必須事業の実施が遅れている地域への支援 

や実施水準に差が見られる事業への充実を図るために、特別支援事業として優先的に 

財政支援を実施しているところである。

具体的には、昨年度に引き続き、平成25年4月の障害者総合支援法施行に伴い市町 

村必須事業に位置づけられた「理解促進研修•啓発事業」、「自発的活動支援事業」 

及び「成年後見制度法人後見支援事業」の事業立上げを支援することとしているので、 

本事業を活用願いたい。

また、「理解促進研修•啓発事業」の実施にあたっては、障害別の接し方を解説し 

たパンフレットやホームページの作成、障害者に関するマーク（「平成27年度版障害 

者白書（抜粋）」参照）の紹介等、障害者等に対する理解を深めるため、普及•啓発 

を目的とした広報活動を実施することも検討されたい。

なお、具体的な取扱いや各自治体からの協議の進め方については、予算成立後に要 

綱等をお示しすることとしている。

（資料!-2） 「平成27年度版障害者白書（抜粋）」参照

（6）地域生活支援事業実施要綱の一部改正内容

地域生活支援事業実施要綱については、「（3）平成28年度予算案について」を 

踏まえた改正を予定しており、予算が成立し次第、改正通知を速やかに発出すること 

としている。

（資料1 — 1）地域生活支援事業実施要綱新旧対照表（案）
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（7）地域生活支援事業の適正な実施 

ア事業者に対する指導の実施

地域生活支援事業は、公費により実施される事業であり、適正な実施が求められ 

ているが、これまで、移動支援事業、日常生活用具給付等事業、地域活動支援セン 

ター機能強化事業等において、事業者の不正受給事案等が生じていた旨の報告を受 

けている。

各自治体においては、引き続き、事業者に対する指導・点検をお願いしたい。

ィ地域生活支援事業費補助金の補助対象外事業

地域生活支援事業費補助金の補助対象外事業については、地域生活支援事業実施 

要綱において次のように明記している。

【地域生活支援事業実施要綱（抜粋）】

6 留意事項

（4）次に掲げる事業については、補助対象とならない。

ア 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業

ィ 国が別途定める国庫負担（補助）制度により、現に当該事業の経費 

の一部を負担し、又は補助している事業

ゥ 都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付（これに準ずるものを 

含む。）を行い、又は個人負担を直接的に軽減する事業

しかしながら、一部の市町村においては、

〇 交付税措置されている地域活動支援センターの基礎的事業を「その他の事 

業」に位置付けている

〇 障害者に対するタクシー券の交付といった金銭給付を行う事業を「移動支援 

事業」や「その他の事業」に位置付けている

〇 電話の通話料金や補装具の利用者負担を助成する業を「その他の事業」に 

位置づけている

〇 他制度で支給すべき機器等を「日常生活用具給付等事業」の対象としている 

など補助対象とならない事業を含めて交付申請等を行っている事例が過去におい 

て見受けられた。

各自治体においては、引き続き、補助金の交付申請等に当たり、国庫補助対象外 

の事業が含まれていないことを十分に確認していただくようお願いする。

ウ 障害特性に配慮したサービス提供の推進

関係団体から、障害福祉サービス事業者との契約において契約内容を点字、音声 

等で提供するなど、障害特性に配慮した取組みを推進してほしい旨の意見が寄せら 

れている。

各自治体においては、障害特性に配慮したサービス提供の推進について事業者に
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対して周知するなどの対応をお願いしたい。

（8）地域生活支援事業における利用者負担

平成22年4月から、障害福祉サービス等に係る低所得（市町村民税非課税）者の 

利用者負担が無料化されたことを踏まえ、各実施主体の判断で定めることとなってい 

る地域生活支援事業の利用者負担の取扱いについて、これまでの課長会議等において 

検討をお願いしてきたところである。

各自治体においては、障害福祉サービス等の利用者負担の取扱いを踏まえ、地域生 

活支援事業に係る負担能力に応じた利用者負担について検討をお願いしたい。

特に、意思疎通支援事業や移動支援事業等については、地域生活支援事業創設以前 

の利用者負担の状況や障害福祉サービス等における利用者負担状況等を十分に踏ま 

え、引き続き、サービス利用に支障が生じないよう対応をお願いしたい。

（資料1—3 ）地域生活支援事業に係る低所得者の利用者負担の状況

（平成27年度）

（9）移動支援事業
ア 効果的•効率的なサービス提供

移動支援事業は、障害者等の社会参加を促進し、地域での自立した生活を支える 

上で重要なサービスであり、実施にあたっては、事業の利用を希望する者の心身の 

状況や、利用についての意向等を十分に把握した上で、適切な利用時間を設定する 

など、真に必要とする者にサービスが適切に提供されるようお願いする。

また、サービスの担い手であるガイドヘルパーの確保やその資質向上の取組みに 

ついても配慮願いたい。

更に、複数の障害者等について、同一の目的地への移動を同時に支援することが 

適当と認められる場合には、グループ支援型によるサービス提供も考えられるの 

で、適宜、活用を図られたい。

（資料1—4）移動支援の実施状況【都道府県別】

イ視覚障害者移動支援従事者資質向上研修事業

視覚障害者移動支援従事者資質向上研修事業は、視覚障害者の移動の支援に従事 

するガイドヘルパーの資質の向上を図ることを目的として、社会福祉法人日本盲人 

会連合の事業として実施されている。この研修の修了者は、視覚障害者の移動支援 

に従事するガイドヘルパーの資質の向上を図る指導者となることが想定されてい 

るので、同行援護従事者養成研修等の講師としての活用について検討されたい。
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(10)日常生活用具給付等事業

ア日常生活用具給付等事業の適正な実施等

日常生活用具給付等事業については、各市町村の積極的な取組により、平成 

26年度実績はほぼ100%の実施率に達している。

本事業は事業費が年々増加傾向にあることから、今後も安定した事業運営を行う 

ためには、各市町村において、事業実施の効率化が図られる必要がある。

このため、各市町村においては、過去に国が定めた基準額や実施方法等にとらわ 

れることなく、適切な種目や基準額等となるよう見直しに努められたい。

例えば、ストーマ装具の購入価格につき複数事業者による競争の上、指定事業者 

を決定するなど、より効率的な事業の実施に努められたい。また、紙おむつ等にっ 

いては、適宜、使用の必要性やその使用実績、納品状況、実勢価格の調査を行うこ 

と等により適切な給付に努められたい。

一方、給付が必要な方には、財源によって一律に給付を妨げることにより、日常 

生活や社会参加の妨げとならないようご留意いただきたい。

各市町村においては、過去に国が定めた基準額等にとらわれることなく、真に給 

付が必要な方に、適切な支給量、適正な価格となるよう、個々の実情に即した給付 

をお願いしたい。

ィ日常生活用具給付等事業の耐用年数の取扱い

日常生活用具の耐用年数については、各自治体の判断により決めていただいて 

いるところであるが、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困 

.難となった場合等には、耐用年数にかかわらず、柔軟に日常生活用具の給付等を 

行っていただきたい。

ウ難病患者等における日常生活用具給付等事業の取扱い

平成25年4月から障害者総合支援法に定める障害者及び障害児の対象に難病等 

が加わり、難病患者等についても日常生活用具給付等事業の支給対象となっている。

各市町村におかれては、障害者総合支援法に基づき、必要と認められる難病患者 

等に日常生活用具の支給を行う必要があるが、支給の相談並びに申請が行われた場 

合には、窓口において丁寧な対応を行っていただくようお願いしたい。

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令のー 

部を改正する政令」(平成26年政令第408号)等の施行により、平成27年7月1日 

から、障害者総合支援法の対象となる難病等が従前の151疾病から332疾病に拡大 

したところであるので、留意されたい。

(11)地域活動支援センターの安定的な運営の確保

地域活動支援センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の 
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促進等の便宜を供与する施設として、障害者の地域における自立した生活を支える上 

で重要であることから、地域生活支援事業の必須事業に位置づけられている。

地域活動支援センターの基礎的事業は、市町村の一般財源により実施するものであ 

り、地方交付税制度により、一定の財源が保障されている。

このため、各市町村においては、少なくとも従前の小規模作業所の補助水準を確保 

するなど、安定した事業運営が図られるよう配慮をお願いしたい。

（参考）地域活動支援センター運営費の一般財源化

地方交付税（普通交付税）の額を決定する際の基準財政需要額の中に地域活動 

支援センター及び小規模作業所に対する運営費部分が含まれており、平成18年度 

以降は、引き続き適正な補助水準が確保されるよう、都道府県に措置されていた 

部分が市町村に集約されている〇

（資料1一5）地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】

2 意思疎通支援について

（1）意思疎通支援の強化等

ア意思疎通支援事業

地域生活支援事業の必須事業として、手話通訳者、要約筆記者等を派遣する意思疎 

通支援事業を実施しているが、実施率の向上を図るため、平成27年度から「複数市町 

村等による意思疎通支援の共同実施促進」を追加したところである。小規模自治体で 

あるため、単独で意思疎通支援事業の立ち上げが困難な自治体においては、本事業を 

積極的にご活用いただき、意思疎通支援事業の実施に努めていただきたい。

意思疎通支援を行う者の派遣事業については、都道府県等にお示ししている「地域 

生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について」（平成25年3月27 

日障企自発0327第1号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

長通知）を参考に、各自治体において適切に実施していただきたい。

なお、意思疎通支援を強化するため、意思疎通支援を行う者の派遣、養成及び設置 

において充実を図った場合等には、地域生活支援事業の特別支援事業である「意思疎 

通支援従事者ステップアップ研修事業」、「意思疎通支援従事者養成研修促進事業」 

及び「意思疎通支援充実強化事業」により、優先的に支援することとしている。また、 

平成24年度から、社会福祉法人全国手話研修センターによる手話通訳者・手話通訳士 

の資質向上のための現任研修を、全国8ブロックで実施できる体制を整えたところで 

あり、各都道府県等には積極的に受講者を派遣するなどの配慮をお願いしてきたとこ 

ろである。

今後、特別支援事業の具体的な取扱いについては、別途お示しすることとしている 

が、社会福祉法人全国手話研修センターにおける現任研修については、平成28年度も 
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引き続き実施するので、各都道府県等には積極的に受講者を派遣するなどの配慮をお 

願いしたい。

（資料2-1）意思疎通支援の実施体制整備状況【都道府県別】

ィ 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成等における留意事項

事業実施にあたっては、次に掲げる事項について御留意願いたい。

〇 視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実 

施などの方法により、効率的な事業の実施に努められたい

〇派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと

〇 視覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、点訳や音声訳、読み書き 

を支援するための代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握 

し、必要な支援体制が早期に整備できるよう都道府県における実施も検討されたいこ 

と

〇 意思疎通を図ることに支障がある、あらゆる障害者に対する支援が可能であるため、 

平成27年12月の社会保障審議会障害者部会の報告書の指摘も踏まえ、対象者に失語 

症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、重度の身体障害、難病を新たに明記し、 

対象者を明確化したので、事業実施について留意されたいこと

（資料2-2）四日市市失語症会話パートナー派遣事業について

（資料2-3）我孫子市失語症会話パートナー派遣事業について

〇 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣については、大都市等の特例に 

より、指定都市及び中核市においても必須事業となっていること

具体的には、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳•介助員の養成研修、 

盲ろう者向け通訳•介助員の派遣について必須事業として行うこと

〇 また、2020年オリンピック•パラリンピック東京大会の開催へ向けた国際手話通訳 

者の養成についても「専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業」において 

実施することが可能となっているので、ご留意願いたいこと

〇 「音声コード普及のための研修」については、障害者総合支援法における市町村地

域生活支援事業の必須事業である「理解促進研修•啓発事業」を活用する等音声コー 

ドの普及を促進していただきたいこと

ウ要約筆記者の養成及び派遣

要約筆記者派遣事業については、平成23年度に新たに要約筆記者養成カリキュラム 

を策定し、多様なニーズに対応できる「要約筆記者」を養成、派遣することとしてい 

る。

なお、平成25年度からは、要約筆記者派遣事業については、原則として「要約筆記 

者」を派遣することにしているが、要約筆記者と同等と認められる要約筆記奉仕員（市 
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町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として 

登録された者）も当面、派遣することができることとしている。（手話通訳者の派遣 

についても、同様の取扱いとしている。）

また、平成27年度も引き続き社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに要約筆記 

者指導者の養成研修事業を委託することとしているので、特に未参加または参加の少 

ない都道府県等におかれては、積極的に受講者を派遣していただくとともに、その研 

修修了者を活用して、各都道府県等において確実に養成研修事業を実施していただき 

たい。

（資料2 — 4）要約筆記者指導員養成研修事業の参加状況

工失語症者向け意思疎通支援者の養成及び派遣

失語症者に対する意思疎通支援については、平成26年度及び27年度において、失 

語症者向け意思疎通支援者養成のためのカリキュラム等の検討について調査研究事業 

を実施した。

平成28年度においては、当該カリキュラム（案）を活用し、失語症者向け意思疎 

通支援事業について、各地域の言語聴覚士協会と共同して失語症向け意思疎通支援事 

業を地域生活支援事業の特別支援事業により、モデル的に実施し、さらにその事業内 

容等について検証を行うこととしている。

なお、本事業については、別途、地域生活支援事業特別支援事業実施要綱において 

詳細を示すこととしているので、ご了知願いたい。

（資料2-5）失語症者向け意思疎通支援事業（案）について

（2）情報・コミュニケーション支援

ア視聴覚障害者への情報提供体制

視聴覚障害者に対する情報•コミュニケーション支援については、障害者基本法第 

22条（情報の利用におけるバリアフリー化等）において、「国及び地方公共団体は、 

障害者等が円滑に情報を取得•利用し、意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図 

ることができるようにするため、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者 

の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な施策を講じなければならない」•ヽ

「災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必 

要な施策を講ずるものとする」と規定されたように、より一層の充実が求められてい 

る。

こうした中、視聴覚障害者情報提供施設については、東日本大震災直後から被災地 

への手話通訳者等の派遣や、全国め視覚障害や聴覚障害の団体で構成する現地支援本 

部の活動を支援するなど、地域における視聴覚障害者に対する情報•コミュニケーシ 

ヨン支援の拠点としての機能を果たしたところである。
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今後も災害時における被災障害者の安否確認や、避難所における情報支援などの役 

割を担うなど、その積極的な活用が期待されている。

このようなことから、聴覚障害者情報提供施設は、平成24年度までの「重点施策 

実施5ヶ年計画」において、全県設置を目指すとともに、新たに策定した平成25年度 

から平成29年度までの「第3次障害者基本計画」においても、計画終了年度までに全 

都道府県に設置することを成果目標として掲げているところである。

しかしながら、平成27年4月末現在、全国で51施設（指定都市を含む）の設置に 

とどまっていることから、引き続き、未設置の自治体におかれては、設置についての 

検討をお願いする。

（資料2-6）聴覚障害者情報提供施設設置状況

点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用については、身体障害 

者保護費国庫負担金交付要綱に示す基準額により算定することとしている。

平成28年度においては、管理費を見直し、基準額を変更することとしているので、 

御了知願いたい。なお、人件費については、人事院勧告による増分について予算措置 

を講じたところである。

また、国際障害者交流センター（「ビッグ•アイ」）が実施する「災害時視聴覚障 

害者支援リーダー養成研修事業」の研修修了者を活用して、地域において実践的救援 

訓練を実施した場合、その費用については「施設機能強化推進費」の「総合防災対策 

強化事業」の対象としているので活用いただきたい。（平成25年5月20日付事務連 

絡 「「災害時視聴覚障害者リーダー養成研修事業」の研修終了者を活用した地域に 

おける実践的救援訓練について」）

また、身体障害者保護費国庫負担金について、平成22年度の決算検査報告により、 

対象外経費への不適切な支出についての指摘を受けているため、各自治体においては、 

引き続き、適正な事務処理に努めていただきたい。

（資料2-7）身体障害者保護費負担（補助）金交付要綱（案）新旧対照表

平成21年度補正予算の「視聴覚障害者情報提供設備基盤整備事業」により、社会 

福祉法人日本点字図書館を中心として運営していた「ないーぶネット」（点字データ 

及び点字•録音図書の目録のオンライン利用システム）及び「びぶりおネット」（点 

字•録音図書ネットワーク配信システム）を視覚障害者情報総合システム「サピエ」 

として統合整備し、より身近に点字•録音図書情報等の提供が行えるようにしたとこ 

ろである（平成22年4月から運用開始）。さらに、平成28年度予算案においてサピ 

ェ（視覚障害者用図書ネットワーク）を活用し地域生活情報の提供等を行う「視覚障 

害者用地域情報提供事業」を地域生活支援事業に追加することとしているので、当該 

事業の実施について検討をお願いする。

また、全国の「聴覚障害者情報提供施設」に、デジタル方式の字幕入り映像製作機 

器を整備し、地域の聴覚障害者への映像晴報等の提供を推進したところであり、視聴 
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覚障害者への情報保障の充実を図る観点から、引き続き視聴覚障害者情報提供施設に 

整備した機能の有効活用をお願いしたい。

（資料2-8）視覚障害者情報総合システム「サピエ」の概要

視覚障害者が情報を得るために必要な「点字図書」や「大活字図書」、「DAISY図書」 

などについては、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業において利用者の状況等 

に応じて柔軟に支給できることとなっているので、引き続き、各市町村においては、地 

域の障害者の実情やニーズ等を十分に踏まえた上で、必要な用具の給付等が適切に行わ 

れるよう配慮願いたい。 >

ィ手話通訳者等の人材養成

都道府県や市町村において開催される手話通訳者・手話奉仕員養成研修の講師養成 

及び手話通訳士•手話通訳者の技術向上を図る現任研修については、社会福祉法人全 

国手話研修センターに委託し実施しているところである。

これらの研修については、平成24年度から、講師養成研修（手話通訳者•手話奉 

仕員養成研修の講師養成）を全国規模で実施するとともに、また、現任研修（手話通 

訳士 •者の技術向上を図る現任研修）を京都市（社会福祉法人全国手話研修センター） 

以外の都市でも開催し、全国規模で実施しており、引き続き平成28年度も同様の実施 

を予定しているので、積極的に受講者を派遣されるようお願いしたい。

また、平成2 5年度から手話奉仕員養成研修事業を市町村地域生活支援事業の必須 

事業としたところであり、手話通訳者•手話奉仕員養成担当講師リーダー養成研修事 

業を社会福祉法人全国手話研修センターに委託して実施しているので、積極的に受講 

者を派遣していただくようお願いしたい。

ウ障害者の情報通信技術の利用機会拡大

情報通信における情報アクセシビリティの向上については、障害者基本計画におい 

て、I Tの活用により積極的に推進することとされている。

各都道府県においても、障害者のI Tの利用•活用の機会拡大を図り、障害者の社 

会参加を一層推進するため、地域生活支援事業等を活用し、地域におけるIT支援の 

総合サービス拠点となる障害者I Tサポートセンターの設置・運営や、パソコンボラ 

ンティアの養成・派遣等を積極的に実施していただくようお願いしたい。 .

（3）災害時における視聴覚障害者支援

地震や大雨などの災害発生時においては、自ら避することが困難な状況にある障 

害者に配慮した支援策が実施されることが重要である。

こうした避難行動要支援者の避難対策について、「避難行動要支援者の避難行動支 

援に関する取組指針（平成25年8月内閣府（防災担当））」をもとに、災害関係部局 
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や障害関係団体との連携強化を図り、障害特性や地域特性に応じた具体的な対応策を 

講じていただくようお願いしたい。

特に、視聴覚障害者については、災害発生時には、その障害特性から情報取得やコ 

ミュニケーション支援が著しく困難となることから、①避難準備情報等については、 

障害関係団体等と連携した伝達体制を整備するとともに、多様な手段（専用通信やイ 

ンターネットなど）の活用による通信の確保への配慮を、②避難所等においては、ボ 

ランティアによる支援やホワイトボード等の機材を使用した効果的な支援、災害時に 

活用可能なラジオや聴覚障害者用情報受信装置などを活用した情報提供など障害特性 

に応じた配慮をお願いしたい。

（資料2 — 9）避難所等における視聴覚障害者等に対する情報•コミュニケーション 

支援について（例）

さらに、被災した障害者に対する支援を行った関係団体によると、被災した視聴覚 

障害者の中には、補装具や日常生活用具をはじめとする障害福祉施策に関する情報を 

持たない者も多くいたと報告されていることから、日頃より福祉制度に関する情報提 

供や周知を行うよう配慮をお願いしたい。

また、避難所（福祉避難所を含む。）及び避難経路の周知等については、地域生活 

支援事業の「点字•声の広報等発行事業」の活用が可能であるとともに、避難訓練等 

の災害対策活動を実施する場合には同事業の「自発的活動支援事業」の活用も可能と 

しており、管内市町村にも積極的な活用の周知をお願いするとともに、内閣府（防災 

担当）の災害予防関係事業についても活用が可能であることから併せて周知をお願い 

したい。

（資料2 -10）平成28年度内閣府防災部門予算案

（http：//www. bousai. go. jp/taisaku/yosan/index, html）

なお、福祉避難所の設置•活用の促進のため、「福祉避難所設置•運営に関するガ 

イ ドライ ン」（日本赤十字社 HP: h tt p：//www. jrc. or. jp/ac tivity/saigai/ documen t/） 

が公表されているところであるので参照されたい。

（4）盲ろう者向け福祉施策

ア 盲ろう者向け通訳•介助員派遣事業等の推進

視覚及び聴覚に障害を併せ持つ盲ろう者に対して、通訳•介助員の派遣を行う「盲 

ろう者向け通訳•介助員派遣事業」については、平成25年4月から都道府県地域生活 

支援事業の必須事業としているところであるが、都道府県のみならず、指定都市及び 

中核市においても実施していただくようお願いしたい。なお、指定都市及び中核市に 

おいて盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業が実施されるまでの間も、盲ろう者向け通 

訳•介助員の派遣が受けられるよう都道府県と連携するようご留意いただきたい。

（資料2 —11）盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施状況について
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平成23年10月から重度の視覚障害者（児）に対し、外出時に同行し、移動に必要な 

情報の提供や移動の援護等を行うサービスである「同行援護」が施行されたが、盲ろ 

う者に対するコミュニケーション支援はゝ触手話や指点字など視覚障害者（児）への支 

援方法とは異なるものであることから、多くの盲ろう者に対する支援は、都道府県地 

域生活支援事業の必須事業である「盲ろう者向け通訳•介助員派遣事業」において、 

利用者に対する適切なアセスメントにより、引き続き実施する必要があるので、今後 

とも本事業の推進が図られるようお願いしたい。

また、「盲ろう者向け通訳•介助員養成研修事業」についても、平成25年度から都 

道府県地域生活支援事業の必須事業となっているところであり、全都道府県において 

実施していただくとともに、指定都市及び中核市においても実施するよう留意してい 

ただきたい。同養成研修事業の指導者の養成については、国立障害者リハビリテーシ 

ヨンセンターにおいて平成27年度まで実施していた「盲ろう者向け通訳•介助員養成 

研修会」や、社会福祉法人全国盲ろう者協会に委託して実施している「盲ろう者向け 

通訳•介助員養成のためのモデル研修会」の活用が可能であるので、積極的に受講者 

を派遣していただきたい。

なお、「盲ろう者向け通訳•介助員養成研修事業」の実施に当たっては、「盲ろう 

者向け通訳•介助員の養成カリキュラム等について（平成25年3月25日障企自発0325 

第1号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知）」をお 

示ししており、このカリキュラムを参考に同事業の実施に努めていただきたい。

ィ 盲ろう者向け生活訓練等事業の実施等について

平成22年度及び平成23年度において、盲ろう者の障害特性に対応した生活訓練等 

の確立を図るため、国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、宿泊型生活訓 

練が可能な機関及び関係団体が協同して宿泊型のモデル事業を実施し、盲ろう者のた 

めの支援マニュアルが作成されたところである。

平成24年度以降は、そのマニュアルを用いて、盲ろう者に対してコミュニケーショ 

ン、家事、歩行、パソコン操作等の生活訓練のモデル事業や、上記のモデル事業の対 

象者のフォローアップ調査を社会福祉法人全国盲ろう者協会に委託して実施している 

ところである。

（5）行政機関における視聴覚障害者等への配慮について

行政機関における障害者への配慮については、福祉分野のみならず様々な分野にお 

いて対応いただいているところであるが、平成28年4月に施行する「障害を理由と 

する差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）」の動向を踏まえ、障 

害を理解し障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう、新任研修などの機会を活 

用して、積極的な職員教育等の実施をお願いしたい。

視聴覚障害者については、窓口での対応や行政情報の提供の際に、点字や音声、手 

話等を用いる必要があるため、情報支援機器の整備や手話通訳者の設置等により、引
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き続き円滑な対応に努められるようお願いしたい。

特に、手話については、障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90 

号）が平成23年8月5日に公布•施行され、第3条において「全て障害者は、可能 

な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会 

が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡 

大が図られること。」とされ、手話が言語として位置付けられたことから、手話通訳 

者の設置などについて一層の配慮をお願いしたい。

また、地域住民全般に対し広く周知する必要がある内容については、相談窓口等の 

受付や対応が可能となるよう、東日本大震災の例も教訓として、以下の点について徹 

底した取組みをお願いしたい。

① 視覚障害者については、相談に関する連絡先（電話番号等）の周知

② 聴覚障害者等については、電話による相談ができない方もいることか 

ら、電話番号以外にFAX番号又はメールアドレスの周知

［参考1］内閣府HP

〇「身につけよう心の身だしなみ」

http：//www8. cao. go. jp/shougai/kou-kei/midasi. html 

〇「共生社会をみんなで作るために」（絵で見る心の身だしなみ）

http：//www8. cao. go. jp/shougai/kou-kei/shukan/kyousei. html 

〇「公共サービス窓口における配慮マニュアルー障害のある方に対する心の身 

だしなみ一」

http://www8. cao. go. jp/shougai/manual. html 

［参考2 ］国土交通省HP

〇「知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブ 

ック」

http•//www. mlit. go. jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000005 

.html

（6）手話通訳技能認定試験について

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明を行う「手話通訳技能認定試験」に 

ついては、第27回試験（平成27年度）の合格発表が平成28年1月29日（金）に行 

われたところである。

（資料2-12）手話通訳技能認定試験都道府県別合格者数

第28回試験（平成28年度）についても、以下のとおり全国3会場において、学科 

試験と実技試験を2日間の日程で実施する予定としており、各都道府県等において 

は、関係機関、関係団体への周知をお願いしたい。

第28回手話通訳技能認定試験

学科試験 平成28年10月1日（土）〔会場:東京、大阪、熊本〕 

実技試験 平成28年10月2日（0）〔会場:東京、大阪、熊本〕
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（7）障害者総合支援法施行3年後の見直し関係

平成27年12月に、社会保障審議会障害者部会において、報告書「障害者総合支援 

法施行3年後の見直しについて」がとりまとめられ、意思疎通を図ることに支障があ 

る障害者等に対する支援のあり方などが盛り込まれたところである。現在、この報告 

書の方向性に沿って、障害者の望む地域生活の支援やサービスの質の確保•向上に向 

けた環境整備を進めていくこととしている。

具体的には、意思疎通支援事業の対象者の明確化,（8頁参照）や失語症者向け意思 

疎通支援事業の実施（9頁参照）の他にも、平成30年度の報酬改定と合わせて実施す 

るもの、今後、調査研究を要するもの（司法、医療などの専門分野への対応を図るた 

めの指導者養成や提供すべきサービス量の目標設定等）などがあり、それぞれの障害 

特性に応じたきめ細かな見直しが図られるよう、引き続き必要な検討を進めていくこ 

ととしているところである。今後、詳細については、随時情報提供させていただくこ 

ととしているので、各自治体においても意思疎通支援の充実について協力願いたい。

3 障害者の社会参加の促進について

障害者の社会参加の促進は、共生社会の実現のために極めて重要であることから、 

厚生労働省としても、様々な支援を行っているところであり、このうち、芸術文化活 

動、身体障害者補助犬、補装具、障害者の支援機器に関しては、次のとおり促進する 

こととしている。

（1）芸術文化活動の振興

① 全国障害者芸術・文化祭

全国障害者芸術•文化祭については、平成28年度から国民文化祭の開催都道府 

県を開催地として実施することを原則としている。このため、開催地となった都道 

府県においては、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会と同様に、国民文化祭と 

障害者芸術•文化祭の相互の連携を図ることにより、国民の障害への理解をより一 

層促進するよう努められたい。

なお、平成28年度以降の障害者芸術•文化祭の開催地については、次のとおり決 

定しているので、管内市町村、関係団体等へ周知いただくとともに、平成31年以降 

の開催について、文化施策担当課とも緊密に連携の上、積極的な検討をお願いした 

い。

第16回（平成28年度）愛知県（平成28年12月9日（金）〜11日（月）） 

第17回（平成29年度）奈良県（予定）

第18回（平成30年度）大分県（予定）
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平成28年度予算（案）においては、2020年東京オリンピック•パラリンピック 

競技大会で予定されている文化プログラムを見据え、これまでの取組に加えて、

〇 全国障害者芸術•文化祭開催事業（平成28年12月9日〜11日に愛知県で 

開催予定）においては、全国障害者芸術•文化祭の開催を契機にレガシーと 

して残す取組の検討など文化プログラムにつなげるための取組を行うことと 

している。 .

〇 また、平成28年度に愛知県で実施する全国障害者芸術•文化祭と連動して、 

地方都市においてサテライト型の障害者芸術•文化祭を実施できるよう、地 

域生活支援事業（都道府県事業）のメニューの追加を行った。

各都道府県におかれては、全国で展開される文化プログラムの成功に向けて、 

これらの事業を積極的にご活用いただきたい。

② 障害者の芸術活動支援モデル事業の実施

平成25年に開催した「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」に 

おける中間取りまとめを受け、平成26年度から3年間を目途に、芸術活動を行う 

障害者やその家族、福祉事業所等で障害者の芸術活動の支援を行う者を支援する 

拠点に関するモデル事業を実施し、その成果を今後のさらなる障害者の芸術活動 

支援の推進につなげていくこととしている。

本モデル事業の実施団体については、都道府県の側面的支援を受けつつ実施す 

ることがモデル事業の円滑な実施に効果的であることから、各都道府県の推薦を 

受けた団体であることを必須としており、平成26年度は5団体、平成27年度は 

7団体を実施主体として採択したところである。

平成28年度予算（案）においては、2020年東京オリンピック•パラリンピック 

競技大会で予定されている文化プログラムを見据え、これまでの取組に加えて、 

ロンドン大会やリオデジャネイロ大会における障害者の芸術文化活動に関する文 

化プログラムの研究についても実施団体に取り組んでいただくこととしている。

現在、平成28年度の公募を行っている（平成28年3月30日が切）ところであ 

るので、各都道府県におかれては、応募団体の推薦などご協力をお願いしたい。

これまでのモデル事業実施団体の取組状況や成果については、モデル事業連携 

事務局が運営するホームページ（障害者の芸術活動支援モデル事業［厚生労働省］） 

において公表しており、今後も、厚生労働省ホームページ等でも公表していくの 

で、ご参照いただきたい。

（資料3-1） 障害者の芸術文化活動支援の概要

③ 2020年東京オリパラに向けた障害者の芸術文化振興に関する懇談会

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、関係者相互の 
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情報共有やネットワークの構築を図るとともに、、障害者の芸術文化の振興に資 

する取組について、広く関係者による意見交換を行うため、厚生労働省と文化 

庁の共で「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた障害 

者の芸術文化振興に関する懇談会」を開催しており、随時、各都道府県に情報 

提供していくので、厚生労働省ホームページ等をご参照いただくとともに、関 

係団体等に周知いただきたい。（これまでに、平成27年6月30日、12月9日 

に開催）

④ 芸術文化活動及びレクリエーション活動等の推進

芸術文化活動やレクリエーション活動等を通じて、障害者同士の交流や余暇 

の充実等を図る観点から、障害者の作品展やレクリエーション教室の開催、障 

害者がスポーツに親しむ機会の提供等に関する支援について、地域生活支援事 

業の「レクリエーション活動等支援」及び「芸術文化活動振興」の対象として 

いるので、都道府県及び市町村においては、積極的に活用されたい。

（2 ） 「国際障害者交流センター」の活用

「国連・障害者の十年」の記念施設である「国際障害者交流センター（愛称:ビッ 

グ・アイ）」は、障害者の国際交流、重度•重複障害者を含む全ての障害者の交流、 

障害者の芸術・文化の発信などの機能を発揮し、障害者の社会参加を促進することを 

目的として設置されたものであり、全館にバリアフリー設備を整え、あらゆる者にと 

って利用しやすい21世紀のノーマライゼーションのモデル施設である。

ビッグ・アイは、最大300席の車椅子席を設定でき、障害のある者も障害のない者 

も利用可能な多目的ホールや、研修室、車椅子利用でも余裕の広さがある宿泊室を備 

えており、障害者の芸術・文化及び国際交流活動の充実•振興を図る各種イベントを 

開催している。

各都道府県においては、積極的な施設利用及び主催事業の関係機関への周知•案内 

について、引き続きご協力をお願いしたい。

（資料3-2）国際障害者交流センター（ビッグアイ）の案内、行事

（詳細については、センターHP rhttp：//www. big-i. jp/」を参照。）

併せて、災害時に障害者への支援を行うボランティアリーダーを養成する「災害時 

要援護者支援ボランティアリーダー養成研修事業」、東日本大震災での課題を踏まえ、 

災害時における視覚•聴覚障害者の障害特性に応じた避難方法や支援方法等を熟知 

し、災害時に地域において中心となって活動できるリーダー的人材を養成する「災害 

時視聴覚障がい者支援リーダー養成研修事業」を来年度からは、内閣府防災担当者と 

協力して実施するので、関係機関への周知をお願いしたい。
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（3）身体障害者補助犬法

厚生労働省では、これまでも「身体障害者補助犬法」の趣旨に沿って、啓発イベン 

トを開催するとともに、リーフレット•ステッカー等を作成•配布し、各自治体のご 

協力をいただきながら補助犬や補助犬使用者に対する国民の理解の促進に取り組んで 

きたところである。

また、身体障害者補助犬が、使用者とともに円滑に地域社会に受入れられるために 

は、使用者と受け入れ側、相互の理解を深めることが重要である。

このため、平成28年度予算（案）においては、地域生活支援事業において、身体障 

害者補助犬の育成に要する費用の補助に加えて、新たに

① 地域における理解促進や普及•啓発

② 利用希望者のニーズ把握、訓練事業者の供給体制の把握

③ 他県との連携体制の構築

を対象とすることとした。

各都道府県におかれては、これらを積極的にご活用いただき、身体障害者補助犬法 

の趣旨や障害者差別解消法の施行も踏まえつつ、地域の理解促進及び良質な補助犬の 

確保に、より一層取り組んでいただきたい。.

なお、広報啓発活動において、既に送付した厚生労働省作成のリーフレット等の 

追加が必要な場合には追加送付するので、下記連絡先までご連絡いただきたい。

（連絡先）厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室社会参加支援係

TEL : 03-5253-1111（内線 3073、3006）

［参考］厚生労働省HP

http：//www. mhlw. go. jp/bunya/shougaihoken/hojoken/index, html

（資料3-3）身体障害者補助犬育成促進事業の概要

（4）補装具

①補装具の適切な支給に向けた取組の推進

補装具費支給制度の運用上、その公平性・適切性並びに申請者の利便性の向上等 

の確保に向け、各自治体において様々な取り組みを行っていただいているところで 

ある。
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しかしながら、ある自治体からは、支給決定内容と異なった補装具が申請者に引 

き渡されているなどの不適切な事例も報告されているところであるので、補装具の 

適切な支給に向けた取組を行っていただきたい。

当室へは、これまでにも、下記のような取組の好事例について報告を受けている 

ところであり、各自治体におかれては、これらを参考としつつ、各地域の状況に応 

じた工夫を行っていただくとともに、補装具の適切な支給に向けた全国の取組を推 

進するためにも、各自治体における取組の好事例について、積極的に情報提供いた 

だきたい。

【取組例】

く県域が広大な自治体の場合〉

① 身体障害者更生相談所（支所を含む）の複数設置

② 巡回相談（判定）の実施

＜適切な補装具取扱い業者の選択の場合〉

事業者の実力の判断に当たり、取扱い種目に対応した専門知識を有する者の配置 

状況を参考とする（例:認定補聴器技能者などの民間資格を含む）

く適切な補装具の引き渡し•使用状況の確認等の場合〉

① 処方に係わった医療機関との連携の強化による補装具使用状況の確認

② 補装具の引渡し後、直接若しくは写真の提出等により、支給決定内容との突合 

•確認を行う

②難病患者等に対する補装具の取扱い

平成25年4月から障害者総合支援法に定める障害者及び障害児の対象に難病等 

が加わり、難病患者等についても補装具費の支給対象となっている。

各市町村におかれては、障害者総合支援法に基づく補装具として必要と認められ 

る難病患者等に対し、補装具費の支給を行う必要があるが、支給の相談並びに申 

請が行われた場合には、身体の状況や生活環境を考慮するなど申請者の窓口にお 

いて丁寧な対応を行っていただくようお願いする。

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 

の一部を改正する政令」（平成26年政令第408号）等の施行により、平成27年 

7月1日から、障害者総合支援法の対象となる難病等が従前の151疾病から332 

疾病に拡大したところであるので、留意されたい。

③ 介護保険との適用関係

補装具費と介護保険制度との適用関係については、車椅子など補装具と同様の品 

目は介護保険サービスによる保険給付を優先して受けることが基本となるが、標準 

的な既製品ではなく、身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者に 

ついては補装具費を支給して差し支えないこととしている（平成19年3月厚生労 
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働省社会•援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知.「障害者の日常 

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保 

険制度との適用関係等について」参照）〇このため、各市町村におかれては、障害 

者の年齢によって一律に介護保険給付を優先適用させることなく、障害者の個別の 

状況を考慮した上で適切に判断するようお願いしたい。

④耐用年数の取扱い

耐用年数は、あくまで通常の装着状態等における修理不能となるまでの予想年数 

を示したものであり、補装具費の支給を受けた障害者の身体状況や使用状況によっ 

て実耐用年数が異なるものと考えられる。このため、再支給や修理の際には告示に 

掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の障害者の実情に沿った対応が行 

われるよう十分に配意願いたい。

（5）支援機器等

① 自立支援機器の開発促進

障害者の自立や社会参加を促進するためには、障害者のニーズを踏まえた自立 

支援機器の実用的製品化支援や技術支援が重要である。このため、実用的製品化 

に要する費用の一部を助成（補助率:1/2）することにより、新たな企業の参 

入を促し、各企業が適切な価格で障害者が利用しやすい機器を製品化し、普及を 

図ることを促進しているところである。

なお、平成28年度からは、厚生労働省が事業の実施団体を公募し、当該実施 

団体が開発企業を助成する仕組みに変更することにしている。

また、平成28年度予算（案）においては、「筋電義手などのロボット開発技 

術を活用した障害者向けの自立支援機器の開発促進（実用的製品化）」を新たに 

公募対象に加え、障害者自立支援機器の実用的製品化をより一層促進することと 

している。

② シーズ・ニーズマッチング交流会の開催

平成26年度から、個別具体的な障害者のニーズを的確に反映させた機器開発をス 

タートさせる機会を設ける「シーズ•ニーズマッチング交流会」を開催していると 

ころである。平成27年度は、大阪と東京のニカ所で開催し、ニーズ側の障害当事者 

•団体及びシーズ側の開発企業等、双方から有意義であった旨のご意見を頂いたと 

ころである。本交流会を通じて、開発企業と障害者団体等が繋がり、ニーズを捉え 

た実用的製品開発に寄与するとともに、障害者自立支援機器の分野への企業の新規 

参入を促進している。また、各自治体の職員等にとっても、障害者のニーズの把握 

や実際に支援機器に触れる場として大変有意義なものと考えている。

平成28年度も引き続き、交流会を開催することとしており、各都道府県におかれ 

ては、管内市区町村、関係団体及び福祉機器開発関連企業等に対して周知を図って 
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いただくとともに、産業振興担当等関係部局の担当職員とともに積極的な参加をお 

願いしたい。

③ 福祉用具ニーズ情報収集•提供システム

（公財）テクノエイド協会において、障害当事者や介護者等から、福祉用具に対す 

るご意見やご要望、困りごとなどの声を収集し、それをメーカーなどへ迅速に届け 

ることにより、障害者福祉の現場において真に必要とされる福祉用具の研究開発に 

つなげるためのシステムを構築し、平成22年2月から運用しているところである。

本年3月上旬を目途に、投稿や検索の操作性が向上したバージョンに刷新する予 

定であり、スマートフォンからの投稿も可能となるよう改良される予定である。各 

都道府県等におかれては、このシステムをより一層ご活用いただくとともに、管内 

市町村、関係機関等へ周知いただき、その利用の促進をお願いしたい。

（参考 URL: http：//www. techno-aids, or. jp/）

④ 地域における障害者自立支援機器の普及促進

近年の開発技術の進歩などにより、障害者向けの支援機器の開発が進んでいる 

が、地域における障害者のみならず、病院や市町村からは、どういった支援機器が 

あるか分からない、活用できるか分からないといった声がある。

一方、開発を行う企業としても、障害者がどのような困りごとがあるか、どのよ 

うな支援機器があると生活や社会参加に役立つか、ニーズを把握する機会が乏しい 

といったご意見が見受けられるところである。

そこで、平成28年度予算（案）においては、地域生活支援事業（指定都市を含む 

都道府県事業）のメニューに「地域における障害者自立支援機器の普及促進事業」 

を追加することとしており、各都道府県や各地域において障害者の自立支援や社会 

参加に資する支援機器を広く普及する拠点となる「障害者支援機器活用センター」 

を設置し、個別相談等を通じてニーズの把握を行いながら、地域の社会資源を活用 

したネットワーク体制を構築することに対する立ち上げや機能強化を支援するこ 

とにより、支援機器を活用した障害者の社会参加や自立の促進を図ることとしてい 

る。

当該事業は、地域において新たな社会資源を創造し育てていく事業であり、厚生 

労働省としても、現場の状況を把握していきながら、具体的なイメージや事例にっ 

いて情報提供していきたいと考えている。また、情報発信や横連携のネットワーク 

体制の方策についても検討していきたいと考えている。

各都道府県、指定都市におかれては、積極的に当該事業の活用をご検討いただき、 

より障害者のニーズに即した支援機器の開発が促進されるとともに、支援機器の必 

要な方に適切な支援機器がより確実に届くよう、地域における障害者の支援環境の 

充実を図っていただきたい。

（資料3-4）障害者自立支援機器等開発促進事業の概要等
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T地域生活支援事業の実施について」新旧対照表（案）

（下線部が改正部分）

改正 現行

別紙1 別紙1

地域生活支援事業実施要綱 地域生活支援事業実施要綱

1〜2 （同右） 1~2 （略）

3 事業内容 3 事業内容

（1） 市町村地域生活支援事業 （1） 市町村地域生活支援事業

障害者等に対する理解を深めるため研修・啓発事業、障害者等やその 障害者等に対する理解を深めるため研修•啓発事業、障害者等やその

家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障 家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障

害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行 害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行

う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、成年後見制 う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、成年後見制

度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通 度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通

訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員の 訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員の

養成を行う事業、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ 養成を行う事業、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ

創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の 創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の

判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業 判断によりヽ自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

（以下「任意事業」という。）及び社会福祉法人、公益法人（公益社団 （以下「任意事業」という。）及び社会福祉法人、公益法人（公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49 法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49
号）第2条第3項に規定する法人をいう。）、特定非営利活動法人等の団 号）第2条第3項に規定する法人をいう。）、特定非営利活動法人等の団

体（以下「社会福祉法人等」という。）が行う同事業に対し補助する事 体（以下「社会福祉法人等」という。）が行う同事業に対し補助する事

業を行うことができる。 業を行うことができる。また、障害支援区分等事務に要する経費を補助 

する。

［必須事業］ （同右） ［必須事業］ （略）

［任意事業］ （同右）

［障害支援区分認定等事務］ （別記12）

（2 ） 都道府県地域生活支援事業 （2） 都道府県地域生活支援事業

専門性の高い相談支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養 専門性の高い相談支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養 竊

成及び派遣を行う事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互 成及び派遣を行う事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互 逵
間の連絡調整を行う事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業と 間の連絡調整を行う事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業と

し、サービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断に し、サービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断に 1
より、任意事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を より、任意事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を _ L

行うことができる。 行うことができる。

［必須事業］ ［必須事業］ 」

1



改正 現行

ア専門性の高い相談支援事業 （別記12） ア専門性の高い相談支援事業 （別記!3）
ィ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 （別記13） ィ専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 （別記⑷

ゥ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 （別記14） ゥ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 （別記15）
工 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 工意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業

（別記15） （別記16）
オ広域的な支援事業 （別記16） オ広域的な支援事業 （別記17）

［サービス• 相談支援者、指導者育成事業］ （別記17） ［サービス・ 相談支援者、指導者育成事業］ （別記18）
［任意事業］ （別記18） ［任意事業］ （別記19）

（3） 特別支援事業 （3） 特別支援事業

(1) 及び（2）に定める事業以外の事業であって、 市町村及び都道 (1) 及び（2）に定める事業以外の事業であって、 市町村及び都道

府県の判断により、事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実 府県の判断により、事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実

施水準に格差が見られる事業の充実を図る事業その他別に定める事業 施水準に格差が見られる事業の充実を図る事業その他別に定める事業

並びに社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことが 並びに社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことが

できる。 （別記19） できる。 （別記20）

4〜6 （同右） 4 ~ 6 (略)

（別記1）
理解促進研修■啓発事業

（別記1）
理解促進研修・啓発事業

1〜5 （同右） 1〜5 （略）

（別記2）
自発的活動支援事業

（別記2）
自発的活動支援事業

1〜5 （同右） 1〜5 （略）

（別記3）
相談支援事業

（別記3）
相談支援事業

1~2 （同右） 1〜2 （略）

【別添1】 障害者相談支援事業 【別添1】 障害者相談支援事業

1~ 5 （同右） 1〜5 （略）

2



改正 現行

【別添2】

1〜7 （同右）

基幹相談支援センター 【別添2】

1〜7 （略）

基幹相談支援センター

（別記4） （別記4）
成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業

1~ 3 （同右） 1〜3 （略）

（別記5） （別記5）
成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度法人後見支援事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記6） （別記6）
意思疎通支援事業 意思疎通支援事業

1目的 1目的

聴覚、言語機能、 音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ること

身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、 に支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とそ

手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援 の他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意

する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ること 思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

を目的とする。

2 侗右） 2 （略）

3 対象者 3 対象者

聴覚、言語機能、 音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の 聴覚、言語機能、 音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ること

身体などの障害や難病のため・、意思疎通を図ることに支障がある障害者等 に支障がある障害者等

4 （同右） 4 （略）

（別記7） （別記7）
日常生活用具給付等事業 日常生活用具給付等事業

1〜4 （同右） 1〜4 （略）

J.
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改正 現行

（別記8） （別記8）
手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員養成研修事業

1〜4 （同右） 1〜4 （略）

（別記9） （別記9）
移動支援事業 移動支援事業

1~ 3 （同右） 1〜3 （略）

（別記!0） （別記10）
地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センター機能強化事業

"1〜3 （同右） 1~3 （略）

（別記11） （別記11）
任意事業 任意事業

必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社 必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。

（注）交付税を財源として行われる「障害支援区分認定等事務」、「自動車運転免許取 

得・改造助成」及び「更生訓練費給付」については、別添3のとおりである。

〇事業内容の例 〇事業内容の例
【日常生活支援】 【日常生活支援】

（1）〜（8） （同右） （1）〜（8） （略）

（9）.重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等

ア目的

重症心身障害児者や人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生 

活を営むために医療を要する状態にある障害児（以下「重症心身障害児者 

等」という。）が地域で安心して暮らしていけるよう、重症心身障害児者 

等に対する支援が適切に行える人材を養成するとともに、重症心身障害児 

者等の支援に携わる福祉、医療、保健、教育等の関係機関等の連携体制を 

構築することにより、重症心身障害児者等の地域生活支援の向上を図るこ

とを目的とする。

4



改正 現行

イ事業内容等

（ア）実施について

実施主体は、市町村（必要に応じ複数市町村による共同実施）とす

（9） その他日常生活支援

上記（1）から（8）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により 

支援を行うことができる。

【社会参加支援】

（1） （略）

（2） 文化芸術活動振興

障害者等の文化芸術活動を振興するため、身近な実施主体として障害者 

等の作品展、音楽会、映画祭などの文化芸術活動の機会を提供するととも 

に、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行 

う〇

（3） 〜（5） （略）

（6） 自動車運転免許取得・改造助成

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成す 

る。

（7） その他社会参加支援

（イ）事業内容

a 重症心身障害児者等を支援する人材の養成

地域の障害児通所支援事業所や保育所等において重症心身障害児者 

等への支援に従事できる者を養成するための研修や、重症心身障害児 

者等の支援を総合調整する者（コーディネーター）を養成するための

研修を実施する。

b支援体制の整備

地域において重症心身障害児者等の支援に携わる福祉、医療、保健、

教育等の各分野の関係機関及び当事者団体等から構成される協議の場 

を設置し、支援にあたっての現状把握•分析、連絡調整、支援内容の

協議等を行うとともに重症心身障害児者等の支援を行う施設の確保等 

を行う。

（10） その他日常生活支援

上記（1）から（9）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により 

支援を行うことができる。

【社会参加支援】

（1） （同右）

（2し 芸術文化活動振興

障害者等の芸術文化活動を振興するため、身近な実施主体として障害者 

等の作品展、音楽会、映画祭などの芸術文化活動の機会を提供するととも 

に、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行 

う。

（3）〜（5） （同右）

俏リ除）

（6） その他社会参加支援
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上記（1）から（5）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により 上記（1）から（6）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により

支援を行うことができる。 支援を行うことができる。

【権利擁護支援】 【権利擁護支援】

（1）成年後見制度普及啓発 （1） 成年後見制度普及啓発

ア 侗右） ア（略）

イ事業内容 イ事業内容

成年後見制度の利用促進のための普及啓発を行う。（「親亡き後」等への備 

えのために、障害者の親族等が支援者に伝達するために作成する本人の成 

長・生活に関わる情報等の記録を活用することによるものを含む。）

成年後見制度の利用促進のための普及啓発を行う。

（2）〜（3） （同右） （2）〜（3） （略）

【就業•就労支援】 【就業•就労支援】

（1） （同右） (1) (略)

（削除） （2） 重度障害者在宅就労促進（バーチャル工房支援）

ア目的

身体機能の障害等により企業等への通勤が困難な在宅の障害者に対し 

て、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労するための訓練等 

の支援を行うことにより、在宅の障害者の就労の促進を図ることを目的と 

する。

イ事業の内容

実施主体が利用者に対し訓練を行うための作業を受注し、当該作業を元 

に、在宅就労に必要な情報処理技術の教育•支援等を行うほか、雇用希望 

者のための職場開拓等自立に向けた支援を実施する。

なお、実施主体は、設置地域その他の状況を勘案して、障害者の雇用の 

促進等に関する法律第7 4条の3第1項に規定する在宅就業支援団体と 

連携・協力関係を構築するとともに、当該在宅就業支援団体に対して、必 

要に応じて助言■援助を求めるなど、適宜連携を図ること。

俏リ除） （3） 更生訓練費給付

ア目的

更生訓練費を支給することで社会復帰の促進を図ることを目的とする。 

ィ支給対象者

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者（ただし、障害福 

祉サービスに係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として
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市町村が認めた者）に対する更生訓練費の支給。

（2） 知的障害者職親委託 （4） 知的障害者職親委託

（同右） （略）

（3） その他就業・就労支援 （5） その他就業・就労支援

上記（1）及び（2）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援 上記（1）から（4）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援

を行うことができる。 を行うことができる。

【別添3】 （別記12）
1障害支援区分認定等事務 障害支援区分認定等事務

（1）目的 1目的

侗右） （略）

（2） 事業内容 2 補助対象

法に規定する支給決定事務のうち、市町村が行う次に掲げる事務に要す 

る経費を補助対象とする。

X障害支援区分認定調査 （1） 障害支援区分認定調査

法第20条第2項の規定に基づき、障害支援区分の認定等のために実 法第20条第2項の規定に基づき、障害支援区分の認定等のために

施する調査。 実施する調査。

ただし、指定一般相談支援事業者等に調査を委託した場合、調査 

に要する経費は、調査件数に6,800円を乗じて得た額を上限額とす 

る。

工医師意見書作成 （2） 医師意見書作成

（同右） （略）

ゥ市町村審査会運営 （3 ） 市町村審査会運営

侗右）

2自動車運転免許取得•改造助成

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

3更生訓練費給付

（1） 目的

更生訓練費を支給することで社会復帰の促進を図ることを目的とす 

る〇

（2） 事業内容

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者（ただし、障害

（略）
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福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者と 

して市町村が認めた者）に対する更生訓練費の支給。

（別記12） （別記13）
専門性の高い相談支援事業 専門性の高い相談支援事業

1~ 2 （同右） 1〜2 （略）

【別添4】 （同右） 【別添3】 （略）

（別記13） （別記14）
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

1~ 3 （同右） 1〜3 （略）

（別記14） （別記15）
1
3
2

1

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

1~ 3 （同右） 1〜3 （略）

（別記15） （別記⑹

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記16） （別記1刀
広域的な支援事業 広域的な支援事業

1~ 2 （同右） 1〜2 （略）

（別記17） （別記18）
サービス・相談支援者、指導者育成事業 サービス・相談支援者、指導者育成事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記18） （別記19）
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任意事業

必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は 

社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。

〇事業内容の例

【日常生活支援】

（1）〜（6） （同右）

（7 ） 医療型短期入所事業所開設支援

ア目的

医療型短期入所事業の対象である重症心身障害児者等が身近な地域で 

短期入所を利用できるよう、医療機関や介護老人保健施設による医療型

任意事業

必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は 

社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。

〇事業内容の例

【日常生活支援】

（1）〜（6） （略）

（7） その他日常生活支援

上記（1）から（6）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断によ 

り支援を行うことができる。

【社会参加支援】

（1）〜（7） （略）

短期入所事業所の開設を支援し、重症心身障害児者等が在宅で安心した

生活を送れるよう支援の充実を図ることを目的とする。 

イ事業内容等

（ア）実施について

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。

（イ）事業内容

a 新規開設に向けた医療機関等に対する講習等

医療型短期入所事業所の新規開設に向けて、医療機関や介護老人

保健施設等に対し、重症心身障害児者等に対する支援の基礎的な知

識や、既存施設の短期入所における支援事例などについての講習等 

を実施する。

b新規開設事業所の職員に対する研修等

新規開設事業所の職員に対し、重症心身障害児者等の障害特性に

関する知識や支援技術の習得を図るための実地研修等を実施する。 

例えば、新規開設事業所と既に医療型短期入所事業を実施してい 

る施設との間で、職員を相互に交換する研修を実施することなどが

考えられる。

（8） その他日常生活支援

上記（1）から（7）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断によ 

り支援を行うことができる。

【社会参加支援】

（1）〜（フ） （略）
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（8） 身体障害者補助犬育成促進 （8） 身体障害者補助犬育成

ア目的 身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）を使用することにより

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）を使用することにより 社会参加が見込まれる者に対し、その育成に要する費用を助成する。なお、

社会参加が見込まれる者に対し、その育成（訓練を含む）に要する費用を 実施主体は、関係団体等の要望を聞き、需要の積極的把握に努めるととも

助成するcまた、良質な補助犬の充実を図るとともに、地域における補助 に育成計画を策定するよう努めること〇

犬に対する理解促進を図る。なお、実施主体は、障害者団体•訓練事業者

など関係者の意見•要望を聞き、需要の積極的把握に努めるとともに育成

計画を策定するよう努めること。

イ事業内容

（ア） 理解促進、普及・啓発

市町村、民間の理解促進を図るための研修会の開催、ユーザーへの

研修、広報など、地域の理解促進を図るための取組。

※ 関係団体やユーザーとの連携を図ること。

（イ）育成計画の作成

aニーズ並びに供給体制の把握

各都道府県における各補助犬の利用を希望する者や訓練事業者の

育成状況（育成可能頭数・見込み等）等の把握

b他県との連携体制の構築

育成計画の作成に当たり、上記の実態把握を活用し、貸与希望者、

育成状況をマッチングするための隣接県等との連携協議会（育成事業

者も参画）の設置等

※あわせて、地域課題やノウハウの共有を図る。

（ウ）補助犬の育成

マッチングを含む各補助犬の育成に要する経費の補助。

（9）〜（1〇） （同右） (9)〜(10) (略)

（11） 芸術文化活動振興 （11） 文化芸術活動振興

障害者等の芸術文化活動を振興するため、広域的な観点から障害者等の 障害者等の文化芸術活動を振興するため、広域的な観点から障害者等の

作品展、音楽会、映画祭などの芸術文化活動の機会を提供するとともに、 作品展、音楽会、映画祭などの文化芸術活動の機会を提供するとともに、

市町村と連携し、芸術文化活動の機会の均てんを図りながら、障害者等の 市町村と連携し、文化芸術活動の機会の均てんを図りながら、障害者等の

創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。 創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

（⑵ 侗右） (12) (略)

（13） 地域における障害者自立支援機器の普及促進
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ア目的

地域において障害者の自立支援や社会参加に資する支援機器（ソフト 

ウェア等含む）を広く普及する拠点となる「障害者支援機器活用センタ

ー」（以下「センター」という。）を都道府県庁所在地等に設置し、支援

機器に関して障害者や開発企業・取扱事業者、支援者、行政職員、その

他関係者等^?連携した上で普及促進を図ることにより、支援機器を活用

した障害者の社会参加や自立の促進を図る。 

イ事業内容等

（ア）実施について

実施主体は、都道府県、指定都市とする。

（イ）事業内容

a ニーズや地域資源把握

支援機器に関する調査や相談等による地域のニーズや地域資源 

の把握を行うことにより、地域の実情に応じて、センター機能の検

討や連携体制の構築を図る。

新たな機器やニーズのある機器について、情報収集・発信を行う

とともに、地域での普及状況を鑑みて開発企業•取扱事業者等と連

携し、地域のニーズに対応できるよう、工夫のもと展示を行う。

C相談窓口の設置

障害者や家族、支援者等からの相談を受け、関係機関と連携を図

りながら、適切な支援機器の活用により解決を図る。

d試用・評価、フィードバック

開発企業・取扱事業者等と連携し、支援機器の利用希望者が試用

できる機会を提供し、より適切な機器の選定が可能となるよう、評

価•助言を行う。

開発企業•取扱事業者に対しては、当該支援機器の試用の改善点

等をフィードバックする。

e 情報共有、ネットワークづくり

障害者、支援者、開発企業■取扱事業者などが一堂に会し、支援

機器の活用による支援ノウハウ、地域課題、シーズ•ニーズのマッ

チングなどを行うための情報共有の場を提供するとともに、地域の 

ネットワーク体制を発展させていくためのコーディネートを行う〇 

f 人材育成

支援機器に関して機能や適応•注意点などについて研修などを行

い、支援者や開発企業・取扱事業者の人材育成の場とする。 

ウ留意事項
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（ア） 事業を適切に実施するため、障害福祉分野及び支援機器に関する

専門的な知識や経験を有する者を配置すること。

（イ） プライバシーに配慮した相談スペースを確保すること。

（ウ） 事業実施に当たっては、情報収集及び試用品や展示品を確保する

ため、地域における関係機関（医療機関、取扱事業者など）との連

携体制を構築すること。

（エ） 安全性の確保や衛生管理等に留意すること。

（才） 当該事業の補助対象は、立ち上げや機能強化に対して、2年間を

原則とする。

（力） 専門的知見を有する外部機関（リハビリテーションセンター等）

への委託を可とする。

（14） 全国障害者芸術・文化祭のサテライト開催

2020年東京オリンピック•パラリンピック競技大会における文化プログ

ラムに向けて、障害者芸術の全国における裾野の拡大や一般国民も交えた

参加機会の拡充を図るため、毎年度実施する全国障害者芸術•文化祭と連

動して、地方都市において障害者の芸術•文化祭をサテライトで開催する。

（15） 視覚障害者用地域情報提供 

ア実施について

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。

イ事業内容

視覚障害者等の情報アクセシビリティの向上を図るため、ITを活用 

した情報支援やインフォーマルサービスの強化など、視覚障害者情報提

供施設を活用して以下の事業を行う〇

（ア） サピエ（視覚障害者用図書ネットワーク）を活用した地域生活情

報の提供

（イ）I T機器の利用支援及び利用促進・普及 

ウ留意事項

地域の社会資源を有効に活用するためのコーディネーターを設置する 

など、効率的な事業実施に努めること。

（16） 企業CS R連携促進
ア目的

障害者団体等のニーズと企業におけるCSR活動とのマッチングを行 

うとともに、関係情報を共有・発信することにより、障害者福祉の増進と

企業CS Rの認知向上を図る。
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イ事業内容

（ア） 情報を共有しマッチングを図る場（プラットフォーム）の設置 

都道府県社会福祉協議会、商工会議所、NP〇法人等において、民

（13） その他社会参加支援

上記（1）から（12）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断によ 

り支援を行うことができる。

【権利擁護支援】

（1） 成年後見制度普及啓発

ア（略）

イ事業内容

成年後見制度の利用促進のための普及啓発を行う。

（2） 〜（3） （略）

【就業•就労支援】

（1）〜（2） （略）

（3） 一般就労移行等促進

ア（略）

イ事業内容

（ア） 働く障害者のための交流拠点支援

（略）

（イ） 職場見学促進

間企業、障害者団体、障害福祉サービス事業所等を構成員とするプラ

ットフォームを設置する。

（イ） 情報の収集・把握及びマッチングの実施

プラットフ—ムに専任のコーディネーターを配置し、障害者団体、 

障害福祉サービス事業所等のニーズ（人材、資金、運営支援等）と、

企業CSR （ボランティアの派遣、寄付、運営ノウハウの提供等）を
収集•把握するとともに、双方のマッチングを行う。

（ウ） 関係情報の共有•発信

コーディネーターが収集•把握したニーズや企業CSR情報、それ

らのマッチング事例等を共有・発信する。

（エ）その他、事業の推進に効果的な取組

（17） その他社会参加支援

上記（1）から（16）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断によ 

り支援を行うことができる。

【権利擁護支援】

（1）成年後見制度普及啓発

ア 侗右）

イ事業内容

成年後見制度の利用促進のための普及啓発を行う。（「親亡き後」等への 

備えのために、障害者の親族等が支援者に伝達するために作成する本人の

成長•生活に関わる情報等の記録を活用することによるものを含む。）

（2）〜（3） 侗右）

【就業•就労支援】

（1）〜（2） （同右）

（3 ） 一般就労移行等促進

ア（同右）

イ事業内容

（ア） 働く障害者のための交流拠点支援

（同右）

13



改正 現行

俏IJ除） 就労移行支援事業者等が、当該事業所利用者及びその家族等に対し 

て、障害者が雇用されている企業見学を実施する。

（ウ） 離職・再チャレンジ支援助成

就労移行支援事業者等が、以下の支援等を本人・親■事業所に実施し 

た場合に助成する。

a 離職の危機を迎えている者について、状況確認をし、課題整理の上 

で、企業内での環境改善及び本人の復職に向けた調整

bやむを得ず離職した者に就労•訓練の機会提供などにかかる支援

c 企業で働いている障害者のうちで、生活面等の支援が必要となった 

ものの、支援機関に届いていない者を早期発見するための取組や、そ 

の直面する課題に対して適切な支援機関につなぐなどの支援

※ 各支援等においては、地域の障害者就業・生活支援センター等と協 

力すること。

（イ）地域連携の促進 （エ）地域連携の促進

（同右） （略）

（4）〜（5 ） 侗右） （4）〜（5） （略）

【重度障害者に係る市町村特別支援】 【重度障害者に係る市町村特別支援】

1〜2 （同右） 1〜2 （略）

（別記19） （別記20）
特別支援事業 特別支援事業

1〜2 （同右） 1〜2 （略）

別紙2 別紙2
廃止通知一覧 廃止通知一覧

1〜19 （同右） 1〜19 （略）
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平成2フ年度版障害者白書185頁抜粋
（資料1—2）

障害者に関するマークについて

旦
f陣害者のための国際シンボルマーク】 

所宦:公益財団法人日本障害者 

リハビリテーション協会

【身体障害者標識!

所管:警察庁

【聴覚障害者標識】 

所會:警察庁

【盲人のための国際シンボルマーク】 

所管:社会福祉法人日本盲人福祉委貝会

令
【耳マーク】

所管:一般社団法人全日本雌聴者・ 

中途矢聴者団体連合会

I Welcome!

Iほじょ犬マーク】

所骨:厚生労働省社会， 

援護局障害保健播祉部

【オストメイトマ・ーク】

所管:公益社団法人日本オストミー塲会

【ハート•プラスマーク】 

所管:特定非営利活動法人

/、ート・ブラスの会

【障害者雇用支援マーク】

所管:公益社団法人ソーシャルサービス協会 

疗センター

これらのマークについて詳しくは、内閣府障害者施策ホームページ 

(http://www8-cao.gojp/shougai/mark/markhtml)等を参照。
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地域生活支援事業に係る低所得者の利用者負担の状況（平成27年度）

□ 27年5月末時点で無料 027年度中に無料化予定 ロ 27年度末までに無料化予定なし

〇
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（手話通訳派遣）

1,625
（1,596）

（要約筆記者派遣）
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日常生活用具給付等
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（1,724）

移動支援
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※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

※事業名の下の数値は市町村数。（意思疎通支援については実施体制が整備されている市町村数、それ以外は事業を実施した市町村数） 

探（）内は前年度の実績。（前年度実績における凡例は「26年5月末時点で無料」、「26年度中に無料化予定」、「26年度末まで無料化予定なし」）
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移動支援事業の実施状況【都道府県別】

平均

91.0% 
（前年度90.5%）

96.2%98.3%.
%

〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。 

〇 全体では1,584市町村/1,741市町村（H27.3.31現在）で実施割合は91・〇%である。
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地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】

〇各都道府県内の市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

〇 全体では1,395市町村,741市町村（H27.3.31現在）で実施割合は80.1%である。
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意思疎通支援事業の実施体制整備状況【都道府県別】

〇各都道府県内の全市町村に対する事業実施体制を整備している市町村の割合である。 

〇 全体では1,629市町村/1,741市町村（H27.3.31現在）で実施割合は93.6%である。
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意思疎通支援事業

（内訳1）手話通訳者派遣事業の実施体制整備状況【都道府県別】

平均

93.3%
（前年度91.6%）

95.2%*------------------

〇各都道府県内の全市町村に対する事業実施体制を整備している市町村の割合である。

〇 全体では1,625市町村/1,741市町村（H27.3.3!現在）で実施割合は93.3%である。
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※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。



意思疎通支援事業

（内訳2）手話通訳者設置事業の実施体制整備状況【都道府県別】

〇各都道府県内の全市町村に対する事業実施体制を整備している市町村の割合である。 

〇 全体では668市町村/1,741市町村（H27.3.31現在）で実施割合は38.4%である。
実施割合（％）
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意思疎通支援事業
（内訳3）要約筆記者派竄'备業の実施体制整備状況【都道府県別】

〇各都道府県内の全市町村に対する事業実施体制を整備している市町村の割合である。 

〇 全体では1,307市町村/1,741市町村（H27.3.31現在）で実施割合は75.1%である。
実施割合（％）
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失語症会話パートナー派遣事業（四日市市）

目 的

失語症会話パートナーを派遣することにより、話す、聞く、読む、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者の社会生活 

等におけるコミュニケーションを円滑に行い、もって失語症者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

事業内容

（1） 失語症会話パートナーの登録
・失語症会話パートナー養成カリキュラムに基づく養成講座を修了している者。

・登録者数は2 4名（平成2 8年1月時点）。

（2） 失語症会話パートナーの派遣

•失語症者が参加する会議、失語症者のために行われる催し物、団体活動等について派遣を実施している。

・派遣者数は延べ3 8 7名（平成2 7年12月時点） ※平成2 7年4月〜2 7年12月の累計

（派遣先例）

•障害者福祉センター主催「いちごの会」

・よっかいち失語症友の会主催「交流会」「例会」「役員会」

•三重県失語症者のつどい（三重県松阪市で開催）

•全国失語症者のっどい（愛知県名古屋市で開催）

（3） 失語症パートナーのスキルアップ研修 ・
・グループワーク形式による実際の支援事例を題材とし、対応技術の向上や効果的な支援方法等について意見交換などを行う。 

•講師は、市内医療機関及び市社会福祉協議会に所属する言語聴覚士。

いずれも、よっかいち失語症友の会等関係団体と連携して市が実施。

【参考:平成28年度実施予定の失語症会話パートナー養成講座カリキュラムの主な内容】

第1.、2 回（5 h） 会話パートナーとは 失語症の基礎 失語症から起こる様々な問題 コミュニケーションの取り方

第3回（3 h） コミュニケーションの工夫や手段 失語症者の症状に気付く

第4回（3 h） 身体介助の方法会話の工夫グループ会話

第5回（2 h） 困難ケース 「ありがち」な対応を考える

・演習①（2 h） 「よっかいち失語症友の会:定例会」
演習②（1.5h） 「四日市市障害者福祉センター交流会」

演習③（2 h） 「よっかいち失語症友の会:交流会」

・演習①〜③のうち、いずれか1回は参加が必要。

・講座（1〜5回）■演習（1回）に全て出席した者に修了証を授与。 

・失語症会話パートナーとして登録された者には登録証を授与。

2



腫訓練によって症状を軽減することは可能だが、完治することは困難である。失語症状が生涯にわたって永続することにより、日常生活でのコミュ 

ニケーションや社会的な孤立が深刻な問題となっている。

翳失語症者が残されたコミュニケーション機能を用いて地域で生活するためには、対話者側が失語症に関する知識と会話技術を身につける必要 

がある。

失語症会話パートナー派遣事業(我孫子市)

事業実施の背景

趣旨

話す、聞く、書く、読むなどの意思伝達手段に障害のある失語症の人に対し、失語症に関する知識と会話技術を習得した失語症会話パートナーを 

派遣し、会話の機会の拡大と社会参加を支援する。

事業内容

(1) 失壬五症会話パー レ+_の養成
定員12名とし、2名の言語聴覚士が講師を担当。講座は講習5回と実習5回で構成され、概ね交互に行うよう計画。受講費用 

はテキスト代を含めて無料。

(2) スキルアップ講座の開催
? 会話技術の向上を図るため、養成した失語症会話パートナーを対象に、スキルアップ講座を開催。

(3) 失語症会話パートナーの派遣
個人派遣が原則だが、同じ場所に一同が集まり、仲間意識を持って会話を楽しむことのほうが失語症者のニーズに適していると 

の判断から、市内2箇所の公共施設に活動場所を確保し、失語症会話パートナーを派遣。失語症者の費用負担は無料。

活動実績

養成講座修了者…4人(H26実施分、登録者15人) パートナー派遣利用者…3 4 8人(H26. 4〜H27. 3の延べ人数)

第1回講習 コミュニケーションとは 失語症の基礎知識 会話パートナーの役割 コミュニケーションの基本姿勢

第1回実習 コミュニケーションの基本姿勢

第2回講習 失語症と一緒に起こりやすい症状 失語症と間違えやすい他の障害 話しことばの工夫

第2回実習 コミュニケーションの基本姿勢 話しことばの工夫

第3回実習 コミュニケーションの基本姿勢 話しことばの工夫 コミュニケーションの話題を考える

第3回講習 いろいろな手段や道具の活用 確認の方法

第4回実習 いろいろな手段や道具の活用 確認の方法

第4回講習 良い例,悪い例について 移動の介助方法

第5回実習 自由会話の実践

第5回講習 友の会活動の紹介 リハビリテーションとは 社会福祉サービスの基礎知識 これまでのまとめ



要約筆記者指導者卷成研修 年度別受講■修了者数の推移

I 資料2 — 4

（社福）聴力障害者情報文化センター

探2013年度以降の各都道府県の数字には政令市、中核市も含まれます。

受講 11修了 12受講 13受講 13修了 ! 14受講 mg* 15受講 15 修了 i 修了者

束日本 西日本 柬日本 西日本 東日本 西日本 西日本 束日本 西日本 3K日声 西日电
東日本 西日本 東日本 西日本 栾日本

西日#
累計

01 北海道 2 1 5 1 4 1 5 5 12 11' 5 5 27
02 青森県 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 I 9
03 岩手県 5 5 2 2 2 1 3 2 2 2 ■12
04 宮城県 1 〇 1 1 2 2 2 2 ! 5
05 秋田県 1 1 3 1 2 2 2 2 1 6
06 山形県 1 1 6 6 1 1 3 3 1 1 1 12
07 福島県 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 8
08 茨城県 3 3 4 4 1 1 2 1 K 9
09 栃木県 6 6 12 11 4 3 3 3 1 1 1 1 E. 25
10 群馬県 4 4 1 1 1 1 2 2 1 8
11 埼玉県 9 9 6 6 6 6 9 9 7 7 E 37
12 千葉県 5 5 6 4 2 2 rrr
13 東京都 5 5 2 2 5 5 2 2 7 7 E 21
14神奈川県 16 16 8 7 13 11 13 10 12 11 ■55
15 新潟県 2 2 5 4 4 4 2 2 3 3 E 15
16 富山県 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2 f 8
17 石川県 4 2 2 2 2 2 2 2 1 I 11
18 福井県 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 t 11
19 山梨県 1 1 1 1 1 1 1 1 I 4
20 長野県 6 〇 6 〇 2 1 2 1 4 1 4 1 2 2 2 2 ■18
21 岐阜県 5 5 6 6 4 2 4 2 1 4 1 4 4 4 ■ 26
22 静岡県 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 2 2 1 13
23 愛知県 5 5 6 6 3 4 2 4 1 6 5 1 3 1 3 E 26
24 三重県 4 3 6 6 3 3 3 3 2 2 E 17
25 滋賀県 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 15
26 京都府 5 5 4 4 5 5 1 6 1 6 6 〇 E 27
27 大阪府 5 5 10 10 9 9 8 6 12 12 ■ 42
28 兵庫県 5 4 5 5 9 9 9 9 11 11 讒38」
29 奈良県 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 ■13
30 和歌山県 4 4 4 4 3 1 4 4 113
31 鳥取県 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 111
32 島根県 4 4 3 3 2 1 3 3 2 2 i 13
33 岡山県 4 4 4 4 1 3 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 屢19
34 広島県 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 E 22
35 山口県 8 8 6 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 2 一 5 ■ 33
36 徳島県 3 3 2 2 2 2 2 2 ! 9
37 香川県

! 〇

38 愛媛県 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 9
39 高知県 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 I 8
40 福岡県 5 5 3 3 4 4 4 4 1 3 1 3 K 20
41 佐賀県 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5,
42 長崎県 4 4 1 2 1 2 4 1 4 1 3 2 3 2 2 2 ■19
43 熊本県 4 3 3 3 2 2 2 I 10
44 大分県 2 2 3 3 2 2 2 E 9
45 宮崎県 4 4 5 5 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 E 18
46 鹿児島県 3 3 1 1 2 2 [6
47 沖縄県 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 t 6

89 90 87 86 82 81 78 72 84166179i 71 91 L6$咖 64 77[62 76] 759

-49-



失語症者旦け竟黒旗逼支援事釜（室）についてE1

（1）失語症者向け意思疎通支援者の養成

・平成27年度障害者支援状況等調杳研究事業に基づくカリキュラム（案）の必須科目（講義8時間、実習32時間）を基本として、 
支援者の養成を実施する。

（ク、失壬五症者向け声田疎通支援者の派遣
•失語症者が参加する会議、失語症善のために行われる催し物、団体活動及び失語症者の外出時に支援が必要な場面について 

派遣を実施する。

•養成另リキコラムについては、各地域の状況ゆ利用者ニーズに麻じて、各自治体において一部構成を変更芬ることも可能。

・各地域における言語聴覚士協会。失語症関係団体と連携を図り事業の円滑な実施に努めること。

・失語症者の集まるサロンを開催し、実t也研修及び失語症者の個別ニーズの聞き出しの場として活用するよう努めること。

それぞれの役割

事業実施における相関図
養成事業

I
5

I

自
治
体

①失語症者向け意思疎通支援者の 

養成講座の実施

ヽ

日本言語瞻覓士協会・ 

各県言語聴直士会

② 失語症サロンの開催

③ 意思疎通支援者の派遣をコーデ 

イネート及び派遣の実施

④
®

講
師
の
派
遣

養成講座

①

i
i
m
s

座 

の

醫 自治体

②サロンにおける 

実地研她寒施 ③意^

派逍をユニディネ二士

失語症舌
言
語
聴
覚
士 

—
協

会

等

—

④ 失語症者向け意思疎通支援者養 

成講座への講師派遣

⑤ 失語症サロンの開催への協力 

（人的支援）

1 連
/ 携

サロン 

（友の会）

⑥

サ
ロ
ン
開
催 

へ
の
協
力

【サロンの役割】
社会参加の場面にお 

ける支援への緊ぎ

失
語
症 

友
の
会
等

⑥ 失語症サロンの開催への協力

（場所の提供、会員への周知等）

⑦ 地域の失語症者への呼びかけ

---- ——））

外出時（社会参加の場面） 

［列:役所、病院、銀行、 

買い物など

〇養成研修の中で、実際に失苗 

症ぜの方と接する毘面として活 

用。（実地硏侈すると同時にサ 

ゝロン運営を支喪する。） ノ

〇サロンの活勁の中で失語症音 

のニーズを聞き取り、外出時等 

（社会参力:］の埸面）における支

援への繫なきの宣として活用。

失語症音が参加する会議、 

団体活動等

思
疎
通
支 

薯

の

派

道

失語症者友の会

失語症音向け 

意思疎通支援耆

「

»
*42 
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資料2 — 6
聴覚障害者情報提供施設設置状況

（平成2 7年4月1日現在）

都道府県（市） 設置 設置予定等 都道府県（市） 設置 設置予定等

北海道 平成28年度 広島県 △ 平成28年度
（現在:単独事業で実施）

青森県 〇 山口県 〇

岩手県 〇 徳島県 〇

宮城県 〇 香川県 〇

秋田県 平成28年度 愛媛県 〇

山形県 〇 高知県 〇

福島県 〇 福岡県 〇

茨城県 〇 佐賀県 〇

栃木県 〇 長崎県 〇

群馬県 〇 熊本県 〇

埼玉県 〇 大分県 〇

千葉県 〇 宮崎県 〇

東京都 〇 鹿児島県 〇

神奈川県 〇 沖縄県 〇

新潟県 〇 札幌市 〇

富山県 〇 仙台市

石川県 〇 さいたま市

福井県 〇 千葉市

山梨県 〇 横浜市 〇

長野県 〇 川崎市 〇

岐阜県 〇 相模原市

静岡県 ,〇 新潟市

愛知県 〇 静岡市

三重県 〇 浜松市

滋賀県 〇 名古屋市 〇

京都府 〇 京都市 〇

大阪府 〇 大阪市

兵庫県 〇 堺市 〇

奈良県 〇 神戸市

和歌山県 〇 岡山市

鳥取県 △ 単独事業で実施 広島市

島根県 〇 (2) 北九州市 〇

岡山県 〇 福岡市

熊本市

計 51

※「設置」の内容は、身体障害者保護費負担金の交付状況等に基づくものである。

一51-



新

身体障害者保理費国庫負担（補助）金交付要鋼

身休障害者保護費国庫負担（補助）金交付要網新旧対照表（案）

旧

身体障害者保護費国庫負担（補助）金交付要辑

I
5
2

I

1~2 （略）

3⑴（略）

3（2）身体障害者福祉費補助金

障書者莠癒哀-化后動振興事業

平成13年5月31日障発第241号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知 

「障害者芸術•文化祭の開催について」に基づき、都道府県が行う事業に要する費用

厶⑴〜⑵（略）

!区分

障害看

保護費

負担金

2種目 3基準額 4対象経費 5補助率

点字図書館 

等事務費

次に掲げる額の合算額 

1一般事務費 

專任犠員数別、級地別 

に1施設当たり年額として 

次に掲げる額

点字図書館及び聽覚障害看情報提 

供楣設の運営のために必要な報Bし給 

料.«!員手当.賃金、旅費ヽ籍用費 

（消耗品費、燃料費、食楼費、印刷 

製本費、光熱水費及び修緒料）ヽ役 

務費（通信運搬費及び手数料）、委託 

料、使用料及び賃借料及び備品購入費 

等

7〇

專任 

職員数
20/100 162100 15/100 12/100 10/100 6/100 3/100 左記以外

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 れ蕊〇 6.252 & 2閃 0的5 も側 滾颇 L61Q L4§2

2 H.930 H.553 11.459 n.r/e W. 988 10.611 用.329 10. 046

3 1GX 2 関 15.743 15.614 ■15.22$ 14.967 14.449 14,061 13.673

4 21.741 21.044 2〇・ 870 20. 348 19,909 19,302 18. 780 18.257

5 前.们2 腐.234 透・0込 M 39? '讥・斛8 ね.140 22⑻2

（注）1 地域区分は次によること。

（1）r20/100」とは、一般の戦員の給与に関する法律（昭和25 
年法律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9-49 （以 
下「人事院規則」という。）別表第の支給割合が二竝と 

されている地域とする。

1~2 （略）

3 （1）（路）

3（2）身体障害者福祉費補助金

障書者左北芸第活動振興事蕖

平成13年5月31日障発第241号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知

「障害者芸術•文化祭の開催について」に基づき、都道府県が行う事業に要する費用

4⑴〜⑵（略）

!区分 2種目 3基準額 4対象経費 5補助率

体
者
寶
金 

害
護
担 

身
障
保
負

点字図書館 

等事務費

次に掲げる額の合算額

専任拳員数別、級地別 

に1施設当たり年額として 

次に掲げる額

点字図書館及び聽覚障害者情報提 

供施設の連営のために必要な報酬、給 

料、犠員手当、賃金、旅費、需用費 

（消耗品費、燃料費、食れ費、印刷 

製本費、光熱水費及び修繕料）、役 

務費（通信運搬費及存手数料）、委託 

料、使用斜及び賃借料及び備品購入費 

等

5

専任 

黛員数
逸 5/W0 15.5/100 15/100 14/JO0 13/JO0 12/100 10.5/W0 10/100

人 千円 千円 千円 王日 千円 xB. 千円

1 L81V 005 6, 755 use 孤⑹ 鼠開3 6,558

2 i2. 384 12.102 12. 055 H.961 11.567 11.773 11.632 ItS85

3 1$(657 1S.270 血205 16.076 !ミ 947 15(817 15.623 15.559

4 22.064 21.542 21,455 '21.281 21,107 2〇. 933 20, 672 20, 585

5 26, 337 25.710 20匹 22 3朋 站・馆？ %刑 沁昭 2红旳〇

-
専任 

雜員数
加DG 72100 6/100 ”!加 4Z100 3/100 2伽 左記以外

人 年•円 干円 千円 3EH ±fi 千円 千円 千円

1 6.509 6.410 6.361 6.311 6,282 6.213 6,163 6, 065

2 11391 11.302 Ik 208 11J14 リ020 10.926 10.832 10.644

3 15. 430 .15,..17.1 15.042 14,913 14. 783 14, 654 14, 525 14, 266

4 20(4^1 2〇.眦 19. 839 19J/1S W，t 541 W. 367 19, W3 18. 345

5 24ぶ〇 23 932 23,723 か角也 234貓 2Z闕6 2ZJ®

（注）1 地域区分は次によること。

（1）rig...SZ100jとは、一般臓の雜員の給与に関する法律（昭和25 
年法律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院張則9-49 （以 

下「人事院規則」という。）齢劉別表ぷ&圃第二条関骸—!燧 

王.•••脚則别表」…よ•は九•・丄・の支給割合が2.18,.5/1.00.1..とされて 

いる地域とする。



I
5
3

I

身体 

障害者 

福祉費 

補助金

(2) 「昼/型」とは、人事院規則別表第2の支給割合が 

•二級坦とされている地域及•び察久賈逑遼とする。

(3) 「15/100」とは、人事院規則別表第“1の支給割合が 

£級筑とされている地域及び習濫野塗.•ハ壬代宣とする。

(A1「12/100」とは、人事院規則別表第・1.の支給割合が 

越級塩とされている地域及び昭島市、鸞朋me・点韻遺 

海老名市、徑聞赧一高石市とする。

..(.5.1no/ioojとはゝ人事院規則別表第工の支給割合が 

贡統埋とされている地城及び曲ヶ島市、新座車-富 

ふじ刃野市、Jt玉県三浚®^四街道市・小金井市ヽ揀奈担県 

寒子市、摂津市、松原市、川西亂...広島県府中町とする。

1.6.).. 「6/100」とは、人事院規則別表篦・.!の支給割合が 

冬級壇とされている地域及び狭山市、蕨市、白井市、 

伊勢原市、秦野市、大府市、長岡烹車-大阪狭山市、 

大阪府忠岡町、貝塚市とする。

.(.7.). 「3/100」とは、人事院規則別表第エの支給割合が

土雌とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、 

愛西市、四條啜市、生駒郡斑鳩町とする。

2 専任職員が5人を超えて設atされている塢合であって、厚生 

労働大臣の承認を得た埸合、本表の5人の限度額に級地別に 

1人当たり次に掲げる額を加算することができる。

地域区分 20/1D0 16/100 15/100 12/100 10/100 6/100 3/100 左!S以外

一人当た 

り加算額

千円

ゝ2认

千円

乞⑷

千円

5 0備

千円

4, 8却

千円

4,796

千円

4だ28

千円

002

千円

虽377

障害者芸・術 

玄化活動 

振興事築

2~7 (略)

障害者芸術・文化祭開催事業

40,.244iH

障害者蔓壷玄化活動振興事集 

(障害者芸術・文化祭開催事築) 

の実施に必要と厚生労働大臣が認めた 

経費

（略） 身体 

障害耆 

福祉費 

補肋金

(2) r^5/iP0jとは、人事院規則附則別表の支給割合が 

丄も应妙丄・とされている地域とする。

(3) 「15/100」とは、人事院規則用貝]別表の支給割合が 

nb/IO0rとされている地域及び更久留米宣とする。

・(4…LH/.IQO丄•と•は・・人事院規戢附則觉表翅・多給割倉・・が
『!4/100.5 tさ扣ている起域とする"

1.5.-症見•匕はれ.、人寥院規駅附翩刑表©・支銘割食だ 

门とされている地域及び習志野市とす蠢“
..(..6.). 「12/100」とは、人事院規則附貝期懐の支給割合が 

...n.2/1.001..とされている地域及 mSftAx....昭島市、 

海老名市、高石市とする。

(7)no,切凶匚とは-人事院規賊附朗別表の支給割合が 

门〇我/mo」とされている地城とする。
..(..8..).. F10/100Jとは、人事院鏡則!Wj別表の支給割合が 

iw/m されている地域及び鶴ヶ島市、四街道市、 

小金井市、東太孤市亠•錢輛・、••・连1®配.•••逗子市、摂津市、 

松原市、広島県府中町とする。

..(..9..).…段4敘丄…とはれ..人專庚鴉刚驚刚匍表◎姦谿第僉疣 
••••[•滋!QQ匸と..さ.れ工いる•地緘は新鑫療,••富±:見!®亠… 

ふな野も境玉県ミ芳蛮一輕奈!1!果寒lUSLJl!蝕證匕!基

11&.―.L.7Z10.Q.J••…と•は••、•.••人奎院規！®員国燼@烹給竟食が 

.凶」••.上・.さ.れ・てい・る•地簸と.：る.......

..(1..1.!「6/100」とは、人事院規則隆則別表の支給割合が 

re/WOjとされている地域及び狭山市、蕨市、白井市、 

伊勢原市、秦野市、大府市、大阪狭山市、大阪府忠岡町、 

貝塚市とする。

亘辿0!ヱは-X事爺規劃阴f憐表型 給扇金/ 

巧/1QQ」点次れ＜いる趟城&な長圖京疥匕するよ..

.0 3) !も!OB丄••とはい人墓銘規劉宙刘别表盘支給割食が

よし1Q虹..•と••さ•れて•いる地議とJtる亠
•14) 「3/100」とは、人事院規則瞬刻別表の支給割合が

『炉〇们とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、 

愛西市、四櫟除市、生駒郡斑鳩町とする。

お昱—L2ZWP4 は-心院規期谢鬧别表辺給塞金宜 

上2/.!趣丄上•され工は蘿地議と・重る心.

2 専任馨員が5人を超えて設atされている場合であって、厚生 

労働大臣の承認を得た埸合、本表の5人の限度額に級地別に 

1人当たり次に掲げる額を加算することができる。

2〜7 （路）

地域区分 18,5/100 15.5/100 15/100 14/10G 13/100 .12/100 10.5/100 10/100

一人当た 千円 千円 千円 iB 千円 千円

リ加算額 5^262 5J42 5,沽 5 079 5,0$? 4,砂 4, 933 44伐
1

地域区分 9/100 ZZ10Q 6/100 5/100 愛回 3/100 2/W0 左記以外

一人当た 汪田 5.H 千円 5.B .X.B. 千円 千円

リ加算額 も磁 4Q洗 4, 7邨 し观 4. S61 も（H9 4,戰? £伽

障害者文・化

芸粛活動 

振興事案

障害耆芸術・文化祭開催事業

2L.16Q.iB

障害者.裒彳谯術活動振興事薬

(障害者芸術・文化祭開催事業) 

の実施に必要と厚生労働大臣が認めた 

経費

(略)

5~ 1 4 （路） 5-14 （略）



（別紙1）•

点字図書館等事務費算定基準（略）

（別紙1）

点字図書館等事務賛算定基準（略）

別紙様式1-9 （略） 別紙様式1~ 9 （略）

I

I



資料2-8

視覚障害者情報総合システム「サピエ」の概要

厂 f

「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して 

点字、デイジーデータ（音声、テキストを利用したデータ）の情報を提供するネッ 

トワークです。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設 

協会が運営を行っています。

全国の会員施設•団体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字■音声図書 

出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大の書誌データベース（約91万 

件）として広く活用されています。

また、14万タイトルの点字データを保有し、6万タイトルのデイジーデータの 

ダウンロードやストリーミングができ、個人会員はこの点字•デイジーデータを全 

国どこからでも、あるいは海外にいてもダウンロ ードが可能です。読みたい本を自 

由に選べ、直接入手できますので視覚障害者等の読書の自由が広がりました。 

f 「サピエ」は、インターネットを通して、全国の視覚障害者等、ボランティ 

ア、情報提供施設・団体をつなぐ「知識」（Sapientiaサピエンティア= ラ 

テン語）の広場です。
<__________________________________________________ 丿

し ーノ

視覚障害者情報総合システム「サピエ」と点字図書館等の関係図

書营・Q
11

システム管理:日本点字図書館 

運営:全国視覚障害者情報提供施設協会

〇
/ >
国会図書館 

「視覚障害者 
用データ送信 

サービス』

視覚障害者用図書の貸出■製作

•学術文就錄音 
図書DAISY資斜 

•公共図書館が 
製作し国会図書 
蟾が收築した昔 
袴。A第Y供ータ• 
点字チ

サビエは全国の 

点宇図書館と書 
誌データ及び貸 

出状況を共有し 
てお号、サピエ 

経由での貸出 
依頼が可能”

全国の点字図書館

来館または郵送にて貸出

来館、電話、手紙、FAXによる貸出申し込み

1 1 ヲ

点宇、デイジー 

データを無料で 

ダウンロードす 

ることができ,バ 

ソコン等で視聴 
が可能。

合

□

回
ノ

ヽ

全国の視覚障害者（約32万入）

-55-



56

避難所等における視聴覚障害者等に対する情報•コミュニケーション支援について（例）

rZ \
•避難所等において、視聴覚障 

害者への理解を求める。

•視聴覚障害者に対する情報・コ 

ミュニケーション支援への協力を
し呼びかける。

r ヽ

刁

視覚障害 聴覚障害

安否の確認
被災地域の要援護者を確認

_______________ ）

ニーズの把握
障害特性に応じた支援内容

\________________ 丿

関係者との連携
避難所等における活動

r
ノ

ヽ

避難所の説明
トイレや風呂、配給場所など

__________ ）

情報の共有
食料・救援物資の配給など 

\_____________________________ ）

機材・物品
共用品■消耗品の手配など 

___________________________ ）

・放送やハンドマイク等を使用し、避難所及び周 

辺地区で、声をかけて確認。

_________________________________ J

・障害の程度（全盲・弱視など）や情報取得方法 

（点字•音声・拡大文字など）等を確認し、必要な

支援を把握する。
\_______________________________________________________丿

・行政、視覚障害者協会、視覚障害者情報提供 

施設、保健師等が連携し、ボランティアを効果 

的に活用する。
<_____________ ；______________________________）

•ボランティア等を活用し、場所や使用方法、状 

況の変化などを適切に伝える。

\____________________________________ 7

•放送やハンドマイク等を使用し、必要に応じて 

個別に対応する等、最新の情報を確実に伝える。

（悪い例:「張り紙を見て下さい。」など）
\___________________
（

・フンオ

•テレビ（解説放送）

•乾電池（ラジオなど）等

ノ

A

・プラカードを使用し、避難所及び周辺地区で確） 

認。（「聞こえない人はいませんか?」など）

•手話通訳者、要約筆記者などは腕章等を着用。 
し（「手話できます」「『耳マーク』の活用」など）丿 

（ \
•障害の程度（聞こえの状態など）や情報取得方 

法（手話•文字・補聴器など）等を確認し、必要な

支援を把握する。
\_____________________________________________________ ）

（ \

•行政、聴覚障害者協会、聴覚障害者情報提供 

施設、手話通訳者、要約筆記者、保健師等が連 

携し、ボランティアを効果的に活用する。

\__________________

•ボランティアやホワイトボード等を活用し、場所 

や使用方法、状況の変化などを適切に伝える。

I____________________________________ ）

厂•プラカードやホワイトボード等を使用し、必要に 

応じて個別に対応する等、最新の情報を確実に

ノ 

ヽ

伝える。
し（悪い例:「1時の放送を聞いて下さい。」など）

•テレビ（字幕・手話放送） 

•ホワイトボード（設置型、携帯型） 

・補聴器用電池 等

逶
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（資料2 —1〇）

平成28年度内閣府防災部門 予算案

（単位:百万円）

区 分
（主要事項名）

前年度 

予算額
28年度 
予算案

対前年 
増△減額

〇災害予防 894 939 45
実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進 203 206 3

防災を担う人材の育成、訓1練の充実. 156 157 1

社会全体としての事業継続体制の構築推進 51 41 △10

地域防災力の向上推進 49 42 △ 7

防災ボランティア連携促進 20 20 〇

地震対策の推進 243 200 △ 43

火山災害対策の推進 101 204 103

土砂災害・水害等の災害時における避難の推進 50 50 〇

防災計画の充実のための取組推進 20 20 〇

〇災害応急対応 1,791 1,686 △105
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた首都 
直下地震対策等に係る取組推進

70 90 20

災害対応業務標準化の推進 16 22 6

防災情報の収集•伝達機能の強化 317 277 △ 40

現地対策本部設置のための施設整備 71 26 △ 45

中央防災無線網の整備•維持管理等 1,176 1,156 △ 20

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 141 115 △ 26

〇災害復旧•復興 1,209 1,167 △ 42
被災者支援•復興対策の推進 48 45 △ 3

被災者支援に関する総合的対策の推進 20 30 10

被災者生活再建支援金補助金 600 600 〇

災害救助費等負担金 202 202 〇

災害弔慰金等負担金 140 140 〇

災害援護貸付金 200 150 △ 50

〇その他 714 759 45
国際関係経費 232 287 55

特定地震防災対策施設運営費補助金 251 251 〇

その他一般事務処理経費等 231 220 △11

合計 4,607 4,551 △ 56
（注）四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

※復興庁一括計上（東日本大震災分）として、被災者生活再建支援金補助金189億円及び災害救助費等負担金等3 3 4億円
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実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進①

平成28年度予算案 81 百万円（95百万円）

事業概要・目的

〇地震・津波防災を国民運動へ展開するために、「津波防災の日（11月 

5日）」を中心に地域住民等が参加する津波防災訓練を実施するとともに、 

訓練事例集の整備を行う。

事業イメージ・具体例

〇地域住民を始め地域の企業・学校など多数かつ多様な主体が参加する住民参加 

型の実動訓練を、「津波防災の日（11月5日）」を中心に全国10カ所で実 

施する。

厂シェイクアウト訓練

☆黔急电压迪披. 

どによる告知

☆その場で身咅守る訓級をま走する

☆逃げる!

ヽ
☆避述場所に虫合

☆安否琳烫•怙報伝逹 
の訓級

侪）アマヂユア靑母クラ沁 強

☆岛台から津波を監視する

' 津波避難訓練

〇効果的な取組を各地域に波及させるために、津波防災訓練の優良事例を収集し、 

事例集として整備し、地方公共団体等へ提供する。

期待される効果

〇多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施により、国民の防災意識の向上が期 

待される〇

〇地震■津波防災の国民運動への展開が図られ、自助・共助の理念の涵養が期待 

される。
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実践的な防災行動推進事業経費②

平成28年度予算案125百万円（10 8百万円）

事業概要・目的

〇国民の実践的な防災行動定着のためには、防災に関する情報を発信するのみならず、 

様々なチャンネルを活用して幅広い層の国民に対して啓発を行っていくことが重要とな 

る〇

〇内閣府では、防災に関する情報を網羅的・一元的に集約し発信するポータルサイト 

（「TEAM防災ジャパン」）を立ち上げるとともに、防災意識向上の国民運動を推進する 

仕組みとして各界各層のネットワークを活用した「国民会議」を組織し、幅広く普及啓 

発を図っている。

〇これらの仕組みを活用するため、様々な主体による既存の防災に関する取組を参考 

にした普及啓発のコンテンツの開発などを行う。特に、津波防災について、実践的な避 

難行動がとれるよう意識向上に力を入れる予定である。

〇これら普及啓発のツールの提供や様々なチャンネルを通じた働きかけを通じて、国民 

全体に対する実践的な防災行動の啓発を図る。

津波防災の意識向上
•実践的な避靈行動の意譲定着

•津波避難訓練の参加促進

「世界津液の日」の普及

普及啓発コンテンツ
•共有デジタルコンテンツ

•防災啓発アイディア

•各種啓発ツール

• CSR■企業の防災取組事例

情報格納 星
ポータルサイト
!「TEAM防災ジャ/ヾン 国民会議

各界各層のネットワークを活用し、幅 

広い層の国民の防災意識の向上

•防災に関する情報を網羅的・一元 

に集約・発信

ー 期待される効果

〇国民に対するきめ細かな防災知識の普及、防災意識の啓発により、国民の防災 

活動への自律的・積極的な参加が促されることで地域の防災力が高まり、災害 

の未然予防及び災害被害の軽減が可能となる。
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防災を担う人材の育成、訓練の充実① 

平成2 8年度予算案131 百万円（13 4百万円）

事業概要・目的 ----------------------------------------------------

「危機事態に迅速・的確に対応できる人」、「国・地方のネットワークを形成 

できる人」を育成するために、国や地方公共団体の職員等に対する研修を行う。

また、人材育成の方法等についての検討会を開催するなど、体系的な人材の 

育成を実施する。

r-| 事業イメージ•具体例］

〇地方公共団体の職員等に対して、内閣府防災で 

〇 J T研修や防災に関する研修を行うことで、防 

災に対する人材を育成し、国と地方の連携強化を 

図る。

〇 国•地方公共団体の職員等に対して、「有明の 

丘基幹的広域防災拠点」を活用した研修を2期各 

1〇コース実施するほか、全国9カ所において各 

地域へ出向いた研修を行い、それぞれの役割に応 

じた必要とする知識の習得を図る。

〇災害対応に関する人材育成の方法等についての検討を行う検討会を開催 

するとともに、「標準テキスト」の整備やインターネットを通じて研修を受 

講できるシステムの整備など、防災人材の育成について総合的に検討、実施 

する。

（H26年度研修の状況）

〇 国及び地方において防災のスペシャリストとなる人材が育成され、災害対応 

の能力の向上が期待される。

〇 研修等を通じて職員間のネットワークが構築され、国・地方公共団体及び地 

方公共団体相互が緊密に連携した広域的な災害対応が期待される。
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地域防災力の向上推進

平成28年度予算案 42百万円（49百万円）

_____事業概要.目的_

〇住民や多様な主体の「自助」・「共助」の精神に基づく防災活動は、地域防災 

力の向上の観点から極めて重要である。

〇南海トラフ地震等の大規模広域災害等が発生した場合、住民の避難、避難所の 

開設•運営等については、「公助」と連携しつつ、地域コミュニティが自ら計 

画的に行える体制づくりが喫緊の課題となっている。

〇このため、平成25年の災害対策基本法改正において、地域における防災力を高 

めるため、地域コミュニティの住民及び事業者による防災活動に関する計画で 

ある「地区防災計画制度」が創設され、平成26年4月より施行されたところ。

〇同制度を活用して、地区だけにとどまらず地域全体における防災に関する取組 

を高めていくため、平成28年度は、全国から15地域程度を選定して、地区防災 

計画を策定等を行う地区が中心となって地域の防災力を強化する取組に対して 

支援を行うとともに、それらの事例を広く PRし、制度の普及啓発を図る。

H 事業イメージ•具体例

都道府県 「

・制度の普及促進、計画の 

策定状況の取りまとめ等

・地区防災計画の素案作成

■計画提案

地区防災計画の作成 

（災対法42条3項、 

42条の2）

・優良事例に関する情報の収集、 

提供等

・ ヽ
@市区町村f

-▲ー ー ハ 計画提案を踏まえ、市町村地域 

防災計画に地区防災計画を定め 

る必要があるか判断

•必要があると判断した場合、 

市町村地域防災計画に地区防災 

、計画を規定住民、 

事業者等

期待される効果 

〇「自助」■「共助」の精神に基づく、地域コミュニティによる地域防災力の向 

上推進が期待される。
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防災ボランティア連携促進

平成28年度予算案 2〇百万円（20百万円）

_事業概要.目的 ----------------------------------------------------------

〇現在、主だったボランティア団体が相互に連携を深めるため、ネットワーク組織 

の立上げを準備している。当該組織は、内閣府（防災）に対する連携窓口として 

の役割が期待されるため、今後実際に大規模災害や広域災害が発生した場合 

における具体的な連携の仕組みの確立を図っていく必要がある。

〇発災時、実績のあるボランティア団体には、ボランティア団体を支援する中間支 

援団体を介し、活動資金が配分されるものの、個人ボランティアには行き渡らな 

いという指摘もあり、ボランティア全体に対する支援の在り方を検討する。

〇今後甚大な被害が想定される大規模災害の対応に当たっては、多数のボラン 

ティアが必要であり、専門ボランティアだけではなく、一般の方がより参加しゃす 

い環境整備について検討する。

事業イメージ•具体例 

v広く防災に資するボランティア活動の促進に関する検討会〉

〇ボランティア団体だけでなく、個人のボランティアを含めたボランティア全体に対 

する支援の在り方を考えるため、検討会を開催し、課題の洗い出しを行う。

〇特に活動資金について、一部のボランティア団体ではなく、個人ボランティアに対 

する支援制度が必要といった声もあり、検討会において現状の検証と今後の在り 

方について検討を行う。

Vボランティアの裾野拡大の推進〉

〇全国で女性や学生などがボランティアに積極的に参加している事例を発掘、発信

〇「ボラらティアの集い」において、専門ボランティアから一般ボランティアまで幅広 

く参加を募り、意見交換や取組発表の場を設ける。

期待される効果

専門ボランティア団体との連携促進にとどまらず、一般ボランティアも含めた 

ボランティア全体に対する支援の在り方の検討や、好取組を収集•発信をするこ 

とで、ボランティア全体の裾野の拡大が期待される。
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資料2-11

1
2
3
4
5
6

7

8
9

io
11
12

13

14

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施状況について 

（平成26年度末現在）

都道府県
派遣対象 
盲ろう者数

通訳•介助員数
介助員に対する 

手当額
利用時間の上限

北海道 3 92 1,000円/時有（240時間/年）
青森県 5 17 2,500円/時
岩手県 14 134 1,110円/時有（8時間/日）
宮城県 4 91 1,200円/時有（240時間/年）
秋田県 9 19 1,000円/時有（240時間/年）
山形県 11 56 1,500円/時

福島県 6 69 1,200円/時有（10時間/回）

茨城県 10 69 1,670円/時有（180時間/年）
栃木県 15 189 1,500円/時有（240時間/年）

群馬県 6 60 1,660円/時
1,830円/時（早朝等） 有（240時間/年）

埼玉県 •36 131 1,470円/時有（400時間/年）
千葉県 28 163 1,660円/時

東京都 127 449 1,700円/時 有
※予算の範囲内で委託団体が上限設定。

神奈川県 57 333 1,550円/時（8時〜18時）
1,930円/時（上記以外）

'新潟県 24 112 1,300円/時有（240時間/年）
富山県 3 30 1,320円/時
石川県 10 92 1,960円/時
福井県 19 27 1,670円/時有（240時間/年）
山梨県 6 61 1,500円/時有（8時間/日）

長野県 3 48 1,530円/時 有
※予算の範囲内で

岐阜県 13 95 1,300円/時有（240時間/年）
静岡県 33 161 1,530円/時 無
愛知県 21 112 1,350円/時有（600時間/年）
三重県 15 68 1,500円/時有（240時間/年）
滋賀県 21 126 1,500円/時有（20時間/月）
京都府 23 312 1,500円/時 無
大阪府 112 396 1,450円/時有（1080時間/年）
兵庫県 43 141 1,300円/時 無
奈良県 9 50 1,000円/時 無
和歌山県 7 100 2,100円/甜有（240時間/年）
鳥取県 6 120 3, 000円/時有（240時間/年）
島根県 21 99 1,670円/時有（240時間/年）

岡山県 12 90 1,500円/時 有
※予算の範囲内で

広島県 26 237 2,000円/時有（240時間/年）
山口県 13 127 1,500円/時有（240時間/年）
徳島県 9 67 1,500円/時有（240時間/年）
香川県 11 116 800円/時有（156時間/年）
愛媛県 9 122 1,400円/時有（240時間/年）
高知県 9 59 1,670円/時
福岡県 22 71 1,500円/時

佐賀県 4 30 4, 000円/日

長崎県 29 188 4, 000円/回
熊本県 16 39 1,530円/時
大分県 7 61 1,530円/時有（240時間/年）
宮崎県 6 13 1,600円/時有（8時間/日）
鹿児島県 8 36 1,510円/時有（200時間/年）
沖縄県 17 90 1,540円/時有（240時間/年）

918 5368
※東京都、三重県、大阪府、和歌山県、広島県、山口県は特別支援事業の「盲ろう者社会参加等促進事業」により実施。

（出典）平成26年度地域生活支援事業費補助金実績報告
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資料2-12

手話通訳技能認定試験都道府県別合格者数

（単位:人）

•上記には政令指定都市在住者の数を含む。

都道府県名
第27 回試験

都道府県名
第27 回試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

北海道 2 8 〇 滋賀県 11 〇

青森県 1 4 〇 京都府 2 9 1

岩手県 1 〇 大阪府 8 3 3

宮城県 4 〇 兵庫県 4 5 〇

秋田県 3 〇 奈良県 1 5 〇

山形県 1 〇 和歌山県 1 7 〇

福島県 1 4 〇 鳥取県 9 〇

茨城県 1 2 〇 島根県 5 〇

栃木県 ! 〇 1 岡山県 1 2 〇

群馬県 1 8 1 広島県 2 2 〇

埼玉県 7 4 2 山口県 1 3 〇

千葉県 3 3 1 徳島県 5 〇

東京都 2 3 4 3 香川県 5 〇

神奈川県 9 4 4 愛媛県 1 5 〇

新潟県 1 8 〇 高知県 2 〇

富山県 1 〇 福岡県 4 1 2

石川県 1 5 1 佐賀県 5 〇

福井県 2 〇 長崎県 1 3 〇

山梨県 5 1 熊本県 1 5 〇

長野県 8 〇 大分県 ! 〇 〇

岐阜県 5 1 宮崎県 ! 〇 〇

静岡県 2 8 1 鹿児島県 1 6 〇

愛知県 3 〇 〇 沖縄県 1 2 1

三重県 1 4 〇 合計 1,076 2 3

•上記の合格者数は、合格発表日現在の住所による数である。

〔再掲〕政令指定都市別受験者数•合格者数 （単位:人）

政令市名
第27回試験

政令市名
第27回試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

札幌市 6 〇 名古屋市 ! 〇 〇

仙台市 1 〇 京都市 11 1

さいたま市 ! 〇 1 大阪市 1 9 1

千葉市 7 〇 堺 市 9 〇

横浜市 4 1 2 神戸市 1 4 〇

川崎市 11 1 岡山市 2 〇

相模原市 3 〇 広島市 5 〇

新潟市 9 〇 北九州市 9 1

静岡市 4 1 福岡市 5 〇

浜松市 3 〇 熊本市 7 〇

合計 18 6 8
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障害者の芸術文化活動に関する予算（平成28年度予算案） 【厚生労働省】



 目的 ）________________________________________________________________________________

障害者芸術・文化祭は、全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障 

害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加者の促進に寄与することを目的とする。

c---------------------------------------------------------------\

一 主催 _____________________

厚生労働省、開催地都道府県、開催地市町村等

開催地等

（1） 毎年1回、秋季（概ね1〇月〜12月の間）に開催。

（2） 開催地は、都道府県持ち回りで、毎年1回開催。

※平成27年度から、国民文化祭と同一都道府県で開催。

I
6
6 

I
文芸、美術、音楽、演劇等の分野で構成する

く実施内容の例〉

（1） 文芸（短歌、俳句、川柳等）

（2） 美術（絵画、彫刻、工芸、書道、写真、タイプアート等）

（3） 音楽（合唱、音楽会、演奏会、ジョイントコンサート等）

（4） 演劇祭

（6 ）舞踊（バレー、社交ダンス等）

（7） 演芸（手話落語等）

（8） 障害者の福祉に関するシンポジウム

（9） 映画（バリアフリー映画上映） 等

（5）伝統芸能（民族芸能祭、日本舞踊等）

※ 【H28〜】2020年オリンピック•パラリンピック競技大会の文化プログラムにつなげるための事業

（参考）開催状況等

第1回（H13）大阪府 

第2回（H14）岐阜県 

第3回（H15）東京都 

第4回（H16）兵庫県 

第5回（H1刀山形県 

第6回（H18）沖縄県 

第7回（H19）長崎県 

第8回（H20）滋賀県 

第9回（H21）静岡県 

第10回（H22）徳島県 

第11回（H23）埼玉県 

第12回（H24）佐賀県 

第13回（H25）山梨県 

第14回（H26）鳥取県

第16回（H28）愛知県

（H28年12月9日（金）〜11日（日）） 

第17回（H29）奈良県（予定） 

第18回（H30）大分県（予定）

第15回（H27）鹿児島県



第16 E

全国障害者芸術・文化祭
あいち大会

会期:平成28年12月9日（金）〜110（H）
［美術•文芸作品展は12月3日（土）"伯日（日）］

場所:名古屋市栄周辺

第"16回全国障害者芸術•文化祭あいち大会は、 

ゲイジュツのチカラで、作る人•見る人そして、障害のある人。ない人の 

心を変える大会を目指しています。

《お問い合わせ》第16回障害者芸術•文化祭実行委員会事務局

T460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県健康福祉部障害福祉課内
TEL：052-954-6697/FAX：052-954-6920
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp
ホー厶 ページ:http://Vvww.p 〇 werofart-aichi.jp

｛協力連携】

第3】回国民文化祭•あいち2016 
平成28年10月29日（土）ツ2月3日（土）

ゆめ7紳祭^
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第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会とは

全国から障害のある方の美術・文芸作品、音楽やダンス等の舞台芸術を 

募集し、発表する大会です。

関連イベント涯誕!酢ヨ刮肾案f老む凶緘灵卿間

㊂あいちアール•ブリュット展（障害者アート展）

平成27年12月1日（火）〜12月6日（日） 

名古屋市民ギャラリー矢田

県内から募集した障害のある方の美術・文芸作品の展示など

開催日 

会場 

内容

令あいちアール・ブリュット優秀作品特別展 

開催日

容

平成28年3月15日（火）〜3月21日（月•祝）

愛知芸術文化センター

あいちアール•ブリュット展の中から選定された優秀作品の展示など

ム 
ヱ 

内

マスコットキャラクターからくりロボットのブンぞー

■からくり人形師九代玉屋庄兵衛氏の「茶運び人形」

・愛知県の文化事業のマスコットです。

第］6回全国障害者芸術•文化祭あいち大会

■■r--.ni： ：/.'/生労働省、坐知/、名古が市

I仏力•应知県市艮介、愛知!U市诵余湖、:兔愛删川町柯叢、浚知!V町杓"2处?丄鉗讷I法人畧卿!V彳丄加洁I堀淤介'如时!!？休怖;*も福祉忖冷、 

辿合公'出知県肢休不Iヨ曲呢诩父用の介辿合矣、凹州叽脚彻れ:若。成矣、T・如:団法人罠呗叽幼的佩】!;おお衬協•余、製知浪山神I耳;!;卅附•け: 

汕合介、翻II伽训圧I沟位饰金悄如!U自即№呦讼•つはみの介、物臨!文化必介辿合え、勁加卅皐齢':校文化冲加、咖必り:文化加皿M "S、 
労”吃:術文化協会、介益財刚法ノゝ爱知県文化加!;;!ツエ阿、あいらトリエンナーレ无行刻i条囲如県立并循火'学、一段社IJ肽人中他:¥济迎合会、 

^川Mj工え適附也合金、愛幼県閒工加11合介'一般・社屈洙人翔恢彼光協介

後り;：NHK•名古が放旳,j、快式矣社CBCテレビ、加洵テレビ妝送楝;比我社冲京テレビ故送（弘）'各占が于レビ族凶;は弋余社、テレ匕歟也试お社、檢貳金社 

中F.i.幼|川社、讪 砌I川务!"琲社"汗:噺闊彳上中出昧社:加恢側;顾I川束ボ柿:屮部交?上、畑余社I廊附硼i曲俗・!曲支社、 

侏ま御IM礫絆济涮出」:「癩播局、一册祉附'人州币  狐社务M洪祉、は讥鉗上莎调軌社名古が支:上、畑徐社”切切|川祉 

も讨用支社、•时奴社1；:川1よ觸!眦紐が支社、.腑勲中那絲済新川）社、・賦叙I:賊?顺h"卅;上;齣i.慚I川讷训:谭堆 

.悚我綸:曲（ス制-ツ加川社り唧支社、・:式欣仇スホ“ーツニ叨ドン?斤間彳」:冷尽心孤i、州.【I県公加;荷'况び:•・会、浸灿:即.存渝公、 

一 •侧」:N1法人测I0M條・談交各汕脚如於处、测iM小中学校J、^、翔时附別支呦•'收站::、谷!加':;:::術欠';•"、彳:山が造彤 

a'7-s名由が儿楽大学、金城别阶;大学' 御 加'学菸火"y、国立大・:;•切:人対卿数仃人学

___________ _______________________________________________________________________________________
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〇障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会中間とりまとめ（平成25年8月26日）を踏まえ、芸術活動を行う障害者及びその家 

族並びに福祉事業所等で障害者の芸術活動（探）の支援を行う者を支援するモデル事業を実施し、その成果を普及することにより障害者 

の芸術活動の支援を推進。

1.対象事業•補助上限額•補助率

! 2.モデル事業の実施団体の選定の流れ ;

•各都道府県が推進してきた団体の事業内容について、外部有識者 

から構成される『評価委員会』において総合妁な評価を行い、予 

算の範囲内で実施団体を決定

事業実施団体



厂

I
7

I

2020年東京オリンピック・パラリンピック聽技大会に向けた 

障害者の芸術文化振興に関する懇談会の開催

♦ 202〇年東京オリンピック•パヲ丿ンピック競技大会を見据え、関係者相互の情報共有やネットワークの構築を 

図るとともに、障害者の芸術文化の振興に資する取組について、広く関係者による意見交換を行う。

・平成27年6月30日、12月9日に開催。

構成員 オブザーバー

今 中 博 之 アトリエインカーブクリエイティブディレクター

社会福祉法人素王会理事長

上 野 密 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会常務理事

岡 部 太 郎 -一般財団法人たんぽぽの家事務局長

ノ」、 林 司 鳥取県福祉保健部障がい福祉課長
で;'

特定非営利法人障碍者芸術推進研究機構天オアートミュージアム副理事長

京都市教育委員会指導部総合育成支援課参与

止匕 
木 田 英 杞 公益社団法人全国公立文化施設協会事務局参与

出雲市芸術文化振興アドバ'イザー

木 京 子 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）事業プロデューサー

田 中 正 博 全国手をつなぐ育成会連合会統括

m 端 — 社会福祉法人グロ—生きることが光になる〜法人本部企画事業部総括

■ 野 沢 和 弘 毎日新聞論説委員

日比野 彦 東京芸術大学美術学部教授

保 坂 健二朗 独立行政法人国立美術館•東京国立近代美術館主任硏究員

◎ 本 郷 寛 東京芸術大学美術学部教授

「◎」は座長 （敬称略. 50音順）

・内閣官房東京オリンピック 

競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局

・ 内閣官房まち・ひと・しごと 

創生本部事務局

・内閣府政策統括官

（共生社会政策担当）

・外務省（大臣官房文化交流• 

海外広報課）

・国際交流基金

・東京オリンピック”パラリン 

ピック競技大会組織委員会

・関係自治体等



（資料3-2）

EMGpとは?
「国際障害者交流センター(愛称ビッグ•アイ)」は、「国際・障害者の十年」 

を記念して、全国の障がい者の「完全参加と平等」の実現を図るシンボル的 

な施設として、建設されました。

ビコロ:7マ は、三つの基本理念に基づき、四つの機能を活用して、四つの事業を展開します。

三つの基本理念

1.障がい者が主役
ヽ

2 .芸術・文化活動や国際交流を通して障がい者の社会参加の促進 

I 3.多くの人に親しまれる施設

曙四つの機能

◎多目的ホー丿レ ◎硏修室 ◎宿泊室 ◎レストラン

曙 四つの事業

(1)国際交流• 

国際協力事業

自立、参加、そして交流

新しい時代のノーマライゼーションのために

(2)障がい者の芸術 

文伽発信事業

(3)全ての障がい者の 

交涼事業

Independence :自立

Information :情報

(4)大規模災書時の 

後方支援事業

Intercommunication :交流

International :国際的

蝕 cZl 完全バリアフリー対応であらゆる人々にとって利用しやすく、また障がいのある
人もない人も、誰もが参加・交流できる施設です。

1)共生社会のモデル施設としての役割 ・鑑賞サポート支援・アウトリーチ•啓発など

2)自己実現と自立につなげる
•アートプロジェクト•シアタープロジェクト

•劇場体験プログラムなど

3)異文化の交流
•アートフェスティバル •アートキャンプ

•国際会議、海外展覧会への出品と作家間の交流など

4)災害時の後方支援
•災害時要援護者支援ボランティアリーダー養成講座

•災害時視聴覚障がい者支援リーダー養成講座など

5)情報発信 •情報誌i-coの発刊• WEBへの情報発信、提供など

6)地域、他機関との交流および連携事業
•ボランティア養成と協働•産官学との連携事業の実施 

•職場体験など

聽ピコ!マ
jRT 国際障害者交流センター

〒59 0 - 0 115大阪府堺市南区茶山台1- 8-1
TEL: 0 72-290-0962 FAX:072-290 - 0 9 7 2 
e-mail: info@big-i.jp http://www.big-i.jp
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国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）の主催事業（案内）
平成2 8年2月末現在

下記は開催日が決まっているものについて掲載しています。 -

最新情報については随時ビッグ•アイホームページで、ご案内します。

https://www.big-i,j p/
no. 事業日 開催日 開催場所 内 容

1
ビッグ・アイ 

アートプロジェクト 

巡回展「共振X響心」

2016年5月
2日~ 9白

東京.渋谷 
東急文化村

国内外の障がいのある人を対象に 

したアート作品を公募し、美術専門 

家などによって選ばれた作品巡回展。

2016年5月 
12日〜15日

神奈川•横浜 
横浜ラポール

2016年5月
17 H-6月5日

石川•金沢 

金沢21世紀美彳祈館

2
ビッグ•アイ 

アートプロジェクト 

アートキャンプ

2016年8月
13 S •14 a

ビッグ•アイ 

研修室他

障がいの有無や穫別、年齢に関ら 

ず、多様な人が集まり一つのアート 

作品を2日間で創作する亠ぬヨゾ戈

ワークショップ期間中には、アー 

ト創作以外に交流会や りク レーショ 

ンなどいろんなプログラムを通じて 

交流を深めていく宿泊型のワーク 

ショップ。

3
大阪府障がい者 

芸術・文化フェスタ• 

コンテスト

◎フェスタ

2016年9月 

17日•18日•19日

◎コンテスト

201.6 年月 

12日

ビッグ・アイ 

多目的ホール

音楽、演劇、ダンスなど舞台芸術 

活動をおこなう障がい者や障がい者 

団体を対象に日頃の成果を発表する 

場として開催。

コンテスト形式の舞台発表として 

開催し、優秀な発表者何体）は11 
月におこなう本選大阪府障がい考芸 

彳桁文化コンテストに出演する。

4
知的・発達障がい児者 

のための

劇場体験プログラム

2016年10月 

23日• 29日
•11月6日

ビッグ•アイ 

多目的ホール

様々な理由で地域の劇場で鑑賞の 

できない知的•発達障がい児（者） 

が劇場の「しくみ」や公演中におこ 

る「出来事」について鑑賞体験を通 

じて鑑賞マナーやルールを学べる体 

験型の公演。

映画•音楽•演劇とジャンルの違 

う内容で3回実施する。

5
ビッグ・アイ 

アート 

フェスティノ。レ

2016年11月
26日• 27日

ビッグ•アイ 

多目的ホール他 

（全館）

障がいのある人、ない人が共に表 

現者として参加者として多様な芸術 

文化に触れ、感動を分かち合える総 

合芸術祭。

多様な障がいに対応した鑑賞サポー 

卜や舞台サポートを実施している。

上記プログラムはいずれも無料の予定です。

視察としてご鑑賞をご希望の方は、下記までお申込み下さい。

国際障害者交流センター（ビッグ•アイ）事業企画課）

〒590-0115大阪府堺市南区茶山台1- 8 -1
T E L 07 2-290-0962

・〇 FAX 07 2-290-09 72 
saaBSp E-mail info@big-i.jp ノ
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〇身体障害者補助犬育成促進（拡充） 平成28年度予算案: 
地域生活支援事業 

（464億円）の内数

地域生活支援事業費補助金（国庫補助率:1/2以内） 

※都道府県事業

!目的

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）を使用することにより社会参加が見込まれる者に対し、その育成に要する費用を 

助成する。

加えて、地域における普及促進や地元ニーズ（必要とする利用希望者など）の把握を踏まえた育成計画の作成、需要と供給の調整を 

行う体制を構築するための経費を補助し、地域における補助犬に対する理解促進、良質な補助犬の充実を図ることにより、 

補助犬ユーザーの社会参加がより一層促進されることを目的とする。

2事業内容

1 ① 市町村、民間の理解促進を図るための研修会の開催

② ユーザーへの硏修

③ 広報

（2）育成計画の作成

① ニーズ並びに供給体制の把握

各都道府県における各補助犬の利用を希望する者や訓練事業者の育成頭数などの把握

② 他県との連携

育成計画の作成に当たり、上記の実態把握を活用し、貸与希望者、育成状況を 

マッチングするための隣県等との連携協議会（育成事業者も参画）の設置等

※ あわせて、地域課題やノウハウの共有を図る。

マッチングを含む各補助犬の育成に要する経費の補助

平成2 7年度までは・ 

（3）のみが補助対象 

（1）（2）は新規。

く広報用ステッカー •リーフレット〉

Welcome!
Weicomet

/•
犬ほ

Welcome!

f医恿複関向け］J
もっと知つTIMHHi

ほじょ犬

BOOK
13 よ

平成26年1月末 
全国へ配布開始»

(
»
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自立支援機器等開発促進事業の概要（平成28年度） 平成28年度予算案:約1.6億円

シーズとニーズのマッチング 開発着手〜試作~実証実験〜製品化

開発者や研究者が持つ「シーズ」と障害当事者や福祉事業 
所の職員等が持つ「ニーズ」のマッチングを目的とした交流会 

を開催

《
実
用
的
製
品
化
開
発
の
流
れ
》

—
7
4
—

シ-ズを持つグル「プ； 

（開発砂

ヽ 
開発企業、大学の研究 
者、リハ研究所等

障害当事者、家族 
福祉事業所の職員等

!実際に福祉機器を利用I 

I等した上で、機器の改善I 
I点や機器に関するニーズ| 
!等を開発側に伝える。
i •

;福祉機器の展示■デモ! 

Iンストレーションのほか、I 
I障害当事者との意見交I 
•換を実施。 •

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
た 

障
害
者
自
立
支
援
機
器
の
開
発
着
手

《障害当事者•障害関係団体等》

開発機関に対する実用的製品化開発に要する費用の助成（補助率1/2）
※硏究段階を終え基本設計はできているが、試作機の製作までには至っていないものが対象

実
用
的
製
品
化

開
発
さ
れ
た
新
製
品
等
を
公
開
し
、
障
害
者
等
に
普
及

【開発企業等の選定方法の変更】

（平成27年度）厚生労働省において、開発企業等を公募

-（平成28年度）厚生労働省が実篦団体を公募し・実施団体が開発企業等を選定。

※資金の流れ 

国（厚生労働省）- 民間団体- 開発企業等

補助 補助

(
»

歪3 
— 4)



障害者自立支援機器等開発促進事業

I 
冷

I

・ 開発分野（参考:平成2 8年度）

1月支体障害者の日常生活支援機器

2 視覚障害者の日常生活支援機器

3 聴覚障害者の日常生活支援機器

4 盲ろう者の日常生活支援機器

5 難病患者等の日常生活支援機器

6 障害者のコミュニケーションを支援する機器

7 障害者のレクリエーション活動を支援する機器

8 障害児の生活を豊かにする支援機器

9 ロボット開発技術を活用した隨害者の自立支援機器 （H28追加）

10脳科学の成果を応用した支援機器

11 その他 ※福祉用具ニーズ情報収集•提供システムに寄せられた意見・要望

※福祉用具ニーズ情報収集・提供システム:httD：//www.techno7ids.or\jD/
平成22年2月から一般財団法人テクノエイド協会によって運用されている、福祉用具 
の利用者の声を開発者側と結ぶウェブサイト。福祉用具に関する掲示板として、イン 

ターネットを通じて、自宅から誰でも手軽に活用できるシステムとなっており、寄せら 

れた要望・アイデアは、福祉用具の開発者の方へ定期的に届けられる。

厚生労働省ホームページ 【障害者自立支援機器等開発促進事業】 

httD:〃wwwmhlw.go.jD/bijnya/shougaihoke n/cvous 可 igyou/



障害者自立支援機器等開発促進事業 .

これまでの採択実績

（単位:件）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度1 Wa! 厶 v •
.二 u二：］

新規 15 12 4 12 8 6

継続 — 9 7 2 3 5

採択合計 15 21 11 14 11 11

※平成21年度は障害者自立支援機器等硏究開発プロジェクト 

を実施、採択12件。
（事業要綱の見直しを行い、平成22年度より現在の事業に移行）



① 聴覚障害者用文字通訳付き電話（字幕電話） 

の開発と実証実験の実施〔継続） 

株式会社アイセック•ジャパン

②上肢機能障がい者用カ伝達装具の 

開発〔継続〕 

株式会社ルミナスジャパン

平成27年度障害者自立支 

援機器等開発促進事業採択 

候補団体のテーマと内容

受けた電話をICT技術で音声を文字化するセンター 

に送付し、 文字を本人のタブレットに送ることで、 聴 

覚障害者の電話使用を可能にするシステム。

③視覚障害者向けガイダンスロボット

〔継続）

日本精工株式会社

④知的•精神障害者の工賃倍増を目指す  

システム「だれでもワークプロ」の開発〔新規〕 

株式会社マイクロブレイン

上肢の障害者に対し車椅子操作等の日常 

生活を支援。神経麻痺を患っていても自立 

した肘関節の運動が可能となる。

⑤スマートフォン固定アームシステムの 

開発〔新規〕 

テクノツール株式会社

マー涟SWして 

ミミ出Lフロた昭

スピーカ

天总-カセけ

I喙ト悶

グリップ 

（力銚け）

书む皿に

夏淀仙許翎
いザレ:方セ:^

證セオ

視覚障害者を病院等屋内施設を案内する 

ガイダンスロボット①ナビによる行き先の設定 

②現在位置を把握する天井マーク検出

丹・工辎翼.#.〇¢匕f呛 j 汕檢ン・取'■«•砒1：

生産過程や作業工程をタブレットを使って 

見える化する。（生産効率の向上）
着信時にスマホアプリが自動的にマイコンに 

指令し、自動的にユーザーにとり利用しやす 

い位置にアー厶がスマホを保持するもの。



⑥補聴器使えない難聴者の為のGMT 
骨導補聴器の開発、装用の工夫及 

び骨導補聴器の安全性測定方法の 

研究開発〔新規〕 

ディiシiシー株式会社

小型化し、耳の形状に拘わらず誰でもが安 

定装用できる方法の開発

⑦ロボット便座

〔継続〕 

株式会社日本アシスト

⑧視覚障害者向け有線放送機器の 

開発〔新規〕 

株式会社USEN

ワンタッチプリセッ肢体不自由者等で臀部についた水滴等を拭 

き取れない方に対して、自動で拭き取るシス 

テムを開発 家庭用音楽放送サービスを視覚障 

害者が使用できるようにする。

⑨視覚障害者向け音声コードUni- 
Voiceスマートホン対応アプリのG 
UI開発及びサードパーティー向け 

SDKの開発〔新規〕 
日本視覚障がい情報普及支援協会

視覚障害者用文字認識のコードは 

現在3種類あるが、それぞれの読み 

込む機器が別々であったものを、統 

一的に読めるアプリを開発

⑩視覚障害者向け音声カレンダーの 

開発〔新規〕 

システムネットワーク株式会社

携帯端末の操作がしずらく、記憶 

に頼っている視覚障害者における 

スケジュール管理等を音声で操 

作、記録できるシステム

⑪眼球運動や四肢不自由者用スイッチ 

等による遠隔操作を可能とする分身□ 

ボットインターフェースの研究開発

〔継続〕

株式会社オリイ研究所

ALSなどのベッドから離れることが困難な障害 

者に対して、本人の代わりに小型ロボットを自 

由に動かし、映像、音声や一部動作を障害者 

の残存能力で把握•動作することができる。



『シーズ・ニーズマッチング交S6会」
テクノエイド協会 

作成資料

みんなで考えよう自立支援機器

障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援 

機器開発の機会を創出すべく、シーズ・ニーズ 

のマッチング交流会を開催し、開発や改良等を 

行う機器の展示を行うとともにヽ障害当事者と 

企業•研究者ヽ政府系の研究開発支援機関等 

が一堂に会しヽ体験や交流を通じてヽ適切な支 

援機器の開発、この分野への新規参入の促進 

1 を図る。

障害者自立支援機器
「シーズ・ニーズマッチング
交流会2015」 ~作る人と使う人の交流会~

碍き兰事者のニーズをより的盘に捉えた支扱磯器関発の機会を創出すべく、シーズf作る人ゝ、一 
ズ(使う人)のマッチング交流会を閒催い龙します”交流会では、閲宛や改良を行う機器の廉倉を 

行うとともに、祚書刍爭若と企篥・研究者、政府来の硏究歸建支復機関砖が 豆に会し、 体験や交 

流を通じて、良賢な支按按器の開発,さ!5にはこの分野への新規参入の促進を図ります。

【主催】

公益財団法人テクノエイド協会

【出展団体】

日本身体障害者団体連合会/全国脊髄損傷者連合会/日本AI_S協 

会/全国盲ろう者協会/日本盲人会連合/全日本難聴者•中途失聴 

者団体連合会/ポリオの会/自閉症サポートセンター/日本失語症協 

議会

【開発支援機関】

新エネルギー•産業技術総合開発機構(N EDO)/情報通信研究機構 

(NICT)/国立障害者リハビリテーションセンター研究所/ATCエイジレ 

スセンター実行委員会

V

【大阪谢催］

日時:平成27年ね月28日(±) 

時間:10：00-16：00
会場:大阪南港ATCホールAホール

［東京開催】

日時:平成28年2月12日(金)

時 !»：10：00-16：00
会！*:TOC有明コンベンションホール4F W1-5

主債
公益財団法人テクノエイド協会

出ns体
社却せ法人日合金/公お社呦ま人tsw・nai 
も連合会一般壮朋法人0*alsu^社会耀赴法ハ全:8ちろう寒鸟 

ま・ど轰増址法人6・ヨ人盘還合一球姐法人会8*1阳も・中て矢 

@も団体連合会ボリオの会/np〇法人smsサポートセンター 
NPO法人日立対iflrtM会

CB立ほ和竟总人新エネルギー・fi［畫崔甫立合開從域權(NEDO) 
国立话亦只法人(NICT)
®±Mxay7\ビリテーションセンター玄え析
・生方か备か过保fi!堪を比自立支援盲興左
公壬財3!透人テクノエイド/会



『シーズ・ニーズマッチング交廉会」（平成27年度開催状況）

平成27年度開催実績【大阪開催】

□開催期間:平成27年"月28日仕）

・開催会場:大阪南港ATCホール

・参加企業:38企業

•参加者:138名

平成27年度開催実績【東京開催】

・開催期間:平成28年2月12日（金）

・開催会場:TOC有明コンベンションホール

・参加企業:58企業

•参加者:394名

会場での交流の様子 会場での交流の様子

し 出展者による機器開発報告会の様子 丿



シーズ・ニーズマッチング交流会の参加者の声

【来場者】

・HPやインターネットでは得ることができない、生のお話をお聞きすることが

できた（障害者家族）

-本人が興味を持つ機器に出会えた。（障害者家族）

・開発途中の機会に触れることができた。（障害者）

・自分の知らない補助ツールが多々あり、視点が広がった。（医療関係者）

・機器の進歩ゝ最新の情報を知った。今後役立つ。（福祉関係者）

・知らない製品やニーズを知ることができた（開発企業）

【出展者】

・普段は同じ製作グループしか交流はないが、企業や団体と交流したりPRする機会が出 

来た。

・開発中の製品を試すことができ、参考になった。

・想定外の要望があった。



— システムが変わります
テクノエイド協会 

作成資料
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みんなで考えよう自立支援機器開発

S!御示扳（談焙坐） a メール登毎

。罕生労冊 ibSinHET ©テクノエイド13会D薩址用具曲.a題連リンク柴

福祉用具ニーズ情報収集•提供システム

障害をお持ちの方や介護される方から,福澜貝に関するご意見卩ご要望をお閱き 

し,安全で、使い易い良貧な福祉用貝の駢咒間発に繋げます。琵しtく虹仝

フリーワード検索

福祉用具

□義肢（55） 
口装具は4） 
口座位保持装置（25）
□補聴器（63）
□つえ（62）
□歩行器•歩行車（56） 
□車いす（102）
□電動車いす（88） 
□移動用リフト（3）
□緊急通報装置（22） 
□排泄関連用具（15）
□入浴関運用具（8）

9要望・アイデア

! 新規歸 はこちら

g要望•アイデア（360）
・〇a

4新製品や技術（31）
13^

・電動車いすの坂道走行について
炉粥奚處懸號琢・弓・•+靈f：'J ■ C ”■'一

キーワード:な車いす

投稳日時:山日太郎（2015/10/20 10:30）

第扎長崎では車が横付け出来ない坂•階段の上に住まれている患者さんが多く !

いらっしゃいますが、その方たちの外出支援に舌労しています。歩けない; 

圖^^^方は車いすとなりますが、傾斜が急なため、電動車いすであっても実用登; 

酸鳳弋饭角滾を… |

日11®阵続きを見る

Qコメントを見s（i） d貧成する（5）



地域における障害者自立支援機器の普及促進事業 平成28年度予算（案）： 

地域生活支援事業（464億円）の内数

【事業目的】

地域において障害者の自立支援や社会参加に資する支援機器（ソフトウェア等含む）を広く普及する拠点となる「障害者支援機 

器活用センター」を都道府県庁所在地等に設置し、支援機器に関して、開発企業•販売者、支援者、行政職員、その他関係者等 

が連携した上で普及促進を図ることにより、支援機器を活用した障害者の社会参加や自立の促進を図る。

【実施主体】都道府県、政令指定都市（委託可）

相談支援機関

市町村

病院
••・更生相談所

地域における連携イメージ（例）

情報収集

発信

相談!:
........... .....J
目—
展不

支援機器拠点（仮）

ニーズ把握 

シーズ把握 

マッチング

nr 
xz
保健所

■ ■ C：-----------Z33 ■ Ba
リハビリテーションセンター

販売店

I!人材育成

関係団体・.・

ノ

情報共有 

ネットワーク

試用•評価

福祉機器事業者

<
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